
－29－
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７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 河 端 一 寿

事 務 局 次 長 加 茂 谷 和 夫

庶 務 係 長 佐 々 木 純 人

議 事 係 長 石 川 早 苗



－32－

開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 北谷文夫君 おはようございます。休会中の本会議を再開いたします。

本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１号 平成２２年度砂川市一般会計補正予算

議案第２号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算

議案第３号 平成２２年度砂川市下水道事業特別会計補正予算

議案第４号 平成２２年度砂川市老人医療事業特別会計補正予算

議案第５号 平成２２年度砂川市介護保険特別会計補正予算

議案第６号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第７号 平成２２年度砂川市病院事業会計補正予算

〇議長 北谷文夫君 日程第１、議案第１号 平成２２年度砂川市一般会計補正予算、議

案第２号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３号 平成２２年

度砂川市下水道事業特別会計補正予算、議案第４号 平成２２年度砂川市老人医療事業特

別会計補正予算、議案第５号 平成２２年度砂川市介護保険特別会計補正予算、議案第６

号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第７号 平成２２年度砂

川市病院事業会計補正予算の７件を一括議題といたします。

第１予算審査特別委員長の報告を求めます。

第１予算審査特別委員長。

〇第１予算審査特別委員長 小黒 弘議員 （登壇） 第１予算審査特別委員会に付託さ

れました各議案に対する審査の結果についてご報告申し上げます。

３月７日に委員会を開催し、委員長に私小黒、副委員長に一ノ瀬弘昭委員が選出され、

各議案について慎重に審査した結果、議案第１号から第７号までの平成２２年度一般会計、

特別会計、事業会計の７会計補正予算は簡易による採決の結果、いずれも原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上で報告を終わります。

〇議長 北谷文夫君 これより第１予算審査特別委員長の報告に対する一括質疑に入りま

す。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで第１予算審査特別委員長の報告に対する質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。
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討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、第１号から第７号までを一括採決いたします。

本案を、第１予算審査特別委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。

◎日程第２ 予算編成方針

〇議長 北谷文夫君 日程第２、予算編成方針の説明を求めます。

市長。

〇市長 菊谷勝利君 （登壇） おはようございます。平成２３年第１回市議会定例会の

開会にあたり、平成２３年度予算編成の基本的な考え方について、ご説明を申し上げたい

と存じます。

本年は、統一地方選挙が執行される年であり、市長の改選期となることから、政策的な

予算は改選後に提案すべきものと考え、骨格予算といたしましたので、議員各位並びに市

民の皆さんのご理解を賜りたいと存じます。

私は、平成１１年に市民の皆さんの負託を受け、市長に就任して以来、「市民と共に考

える市政」を基本的な政治姿勢として、皆様に信頼される市政の執行に努めてまいりまし

た。

特に、平成１３年度から２２年度までを計画期間とする第５期総合計画におきましては、

「住んで良かったふるさと砂川」となるよう、都市の未来像を「安らぎと活力にみちた快

適環境都市」と定め、まちづくりに全力を傾注してきたところであります。

重点課題としていました「まちなか活性化の推進」では、市街地に幅を持たせるため、

駅東部地区の開発を進め、まちなか居住の賑わいの創出を図り、「心のふれあう福祉社会

づくりの推進」では、子どもが健やかに育つ環境づくりとして、保育所の統合・建設、子

育て支援センターなどを設置し、「市立病院改築の促進」では、昨年１０月に市民の皆さ

んが待ち望んでいた新本館の開院を迎えることができたところであります。

市立病院は第５期総合計画のいわば集大成として、市民の安全と安心を守り、今後のま

ちづくりの核となるものであります。

無事に開院を迎えることができましたことは、このうえのない喜びであると同時に、ふ

るさと砂川の地に、医療の灯がともされてから７０周年目に大事業を成し遂げられたこと

に感無量でございますが、これも議員各位並びに市民の皆さんのご理解、ご協力によるも

のと、心から感謝を申し上げる次第であります。

平成２３年度を初年度とする第６期総合計画では、心豊かな人々を育み、安全で安心で
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暮らせる元気で活力あるまちを目指しまちづくりを進めることとし、めざす都市像を「安

心して心豊かに いきいき輝くまち」として、「このまちに住みたい、住み続けたい」と

思うことができるまちの実現を目指し、「協働によるまちづくりの推進」、「地域コミュ

ニティの推進」、「健全な行財政運営の推進」をまちづくりの共通した考えとして、各施

策の展開を図ってまいります。

さて、わが国の経済状況は、リーマン・ショックに端を発した世界的な金融危機の影響

による景気の後退から、回復に向けた動きは見られますが、円高、デフレなどにより、雇

用環境など依然として厳しい状況が続いております。

国の予算を見てみますと、中長期的な財政健全化の道筋を示す「財政運営戦略」が昨年

６月に閣議決定され、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」の一体的な実現を

目指すとしており、この「財政運営戦略」に基づく予算編成が行われましたが、２年連続

して新規国債発行額が税収を上回るなど、国の財政運営は異常事態に陥っているところで

あります。

地方財政は、「財政運営戦略」における「中長期財政フレーム」において、地方の安定

的な財政運営に必要となる一般財源の総額を、平成２３年度から２５年度までは、実質的

な平成２２年度の水準を下回らないよう確保すると定められたことから、地方交付税の増

額が確保が図られましたが、国の財政状況を考えますと、先行きは不透明であると言わざ

るを得ません。

本市においては、景気の低迷による市税の減少が続いておりますが、これまで、行財政

改革、公債費負担の適正化など財政健全化の取り組みを進め、歳出の削減などを図ってま

いりましたので、現状としましては、安定した財政運営が図られております。

しかし、高齢化の進展などにより、社会保障費が増額することが見込まれ、また、地方

交付税に多くを依存する状況にありますので、引き続き、財政基盤の強化に取り組むもの

であります。

平成２３年度の予算編成は、経常的な経費を主とした骨格予算といたしましたが、地域

経済の状況などを見据えながら、計画的に実施している継続事業並びに緊急的な課題など

で予算措置が必要な事業につきましては、計上をしたところであります。

以下、予算の概要につきまして、第６期総合計画の基本目標に沿ってご説明申し上げま

す。

基本目標の１ 「人と環境にやさしいうるおいのあるまち」であります。

廃棄物の処理につきましては、５市９町で構成する中・北空知廃棄物処理広域連合によ

る可燃ごみ焼却施設の建設が本格化することになりますので、安定したごみ処理体制の構

築のため、施設建設の推進に努めてまいります。

また、不法投棄未然防止対策といたしまして、監視カメラ等を設置し、不法投棄の防止

及び地域の環境保全を図ってまいります。
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衛生環境につきましては、施設の老朽化により、衛生センターにおけるし尿処理を休止

していることから、効率的かつ安定的な処理体制の確立に向け、６市６町による石狩川流

域下水道中部地区協議会において、下水道処理施設にし尿等を直接投入することができる

前処理施設建設の検討を進めてまいります。

基本目標２の「健康としあわせが広がるふれあいのまち」であります。

高齢者福祉につきましては、地域包括支援センターが中心となり、高齢者が安心して暮

らすことができるよう、医療・介護・福祉サービスなどを適切にコーディネートするとと

もに、地域における認知症ケア体制と医療との連携強化を図り、認知症に対する医療、介

護の切れ目ない提供等行ってまいります。

子育て支援、母子福祉、父子福祉につきましては、次代を担う子どもたちが健やかに成

長し、保護者の就労と子育ての両立が図られるよう、引き続き保育サービス内容の充実に

努めるとともに、母子家庭への就労に向け支援を実施するなど、「砂川市次世代育成支援

地域行動計画」に基づき、子育て支援施策を推進してまいります。

障がい者福祉につきましては、障がい者が地域社会において自立した生活を送ることが

できるよう、相談支援体制の充実を図るとともに、関係機関、関係団体との連携強化に努

め、適切な情報やサービスの提供を行い、障がい者が地域で安心して暮らせる環境づくり

に努めてまいります。

健康づくりにつきましては、感染症の予防として、ワクチンの有効性が高いとされる、

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を促進するため、

本年２月から実施している接種に対する助成を引き続き実施してまいりますが、子宮頸が

ん予防ワクチンにつきましては、対象者を「高校生まで責任を持って対応する」との考え

方に基づき、中学１年生から高校３年生に相当する年齢までとするものであります。

次に、疾病の早期発見、早期治療のため、各種がん検診を実施しておりますが、女性特

有のがん検診推進事業を引き続き実施し、子宮頸がん及び乳がん検診の受診率の向上に取

り組んでまいります。

さらに、母子保健対策として、すこやかな妊娠と出産のため、妊娠中の健康管理及び経

済的な負担の軽減を図る妊婦健康診査の助成について、検査内容の充実を図り、継続して

実施してまいります。

市立病院につきましては、一連の医療制度改革や地域における人口の減少、さらに、公

立病院としての不採算部門の診療など、経営を取り巻く環境は大変厳しいものとなってお

りますが、平成２２年度の診療報酬改定では１０年ぶりにプラス改定となり、急性期の入

院医療に係る診療と、診療報酬等において、前年に比べ収益が増加している状況にありま

す。

また、新本館開院して以来の患者動向につきましては、前年比微増でとなっております

が、引き続き患者満足度の向上や診療体制の充実に努めてまいります。
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本年におきましても、旧病院の建物除却費や南館開院に係る経費、新本館・医療機器備

品等に係る減価償却費など多額の費用が必要となりますが、施設基準の新たな取得などに

より、収益の増収を図るとともに、新病院の効率的な維持管理などによる経常経費の見直

しを進め、健全な病院経営と患者サービスの向上を図りながら、安心と信頼される病院を

目指してまいります。

なお、病院改築事業につきましては、現在、増築・改修工事を進めております南館は、

本年１１月に供用を開始する予定であり、その後、旧病院解体、立体駐車場建設と進め、

平成２４年８月に全ての施設が完了する予定となっております。

社会保障制度につきましては、近年の雇用情勢等の悪化に伴う生活困窮者などの支援と

して、住居を失った方などに対する住宅手当の給付を引き続き実施するとともに、セーフ

ティネットの相談窓口として関係機関との連携を十分に図り、相談・支援体制の充実に努

めてまいります。

また、国民健康保険では、暫定処置として４万円を上乗せして４２万円となっている出

産育児一時金の支給額を、平成２３年４月以降も継続することとし、出産費用の負担の軽

減を図ってまいります。

さらに、高齢化が一層進展する中、介護保険制度の安定的な運営を図るとともに、高齢

者が住み慣れた地域でいきいきと自立した生活を送ることができるよう、高齢者の生活を

地域で支えるため、介護、予防、医療、生活支援サービス、住まいを一体的に提供する

「地域包括ケアシステム」の構築に向け、平成２４年度を初年度とする「第５期砂川市老

人福祉計画・介護保険事業計画」を策定してまいります。

基本目標３ 「いきいきと学び豊かな心を育むまち」であります。

学校教育につきましては、本年４月から新学習指導要領による教育が実施され、小学校

の教科書が新しくなることから、教師用教科書及び指導書を購入し、教職員の指導内容の

統一を図るとともに、より質の高い授業を目指してまいります。

また、平成２４年度から使用する中学校の教科書について協議を行う、教科用図書採択

協議会を設置し、新しい教科書の採択を行ってまいります。

芸術・文化につきましては、交流や芸術・文化を通し、にぎわいと活力を創出する地域

交流センター「ゆう」は、開設５年目を迎えますが、市民の皆さんのボランティアに支え

られ、芸術文化鑑賞機会の充実や新しい文化の創造が進められておりますので、芸術文化

団体の支援や施設の利活用を促進するなど、芸術文化発展の拠点づくりを進めてまいりま

す。

基本目標４ 「やすらぎと豊かさが広がる快適なまち」であります。

道路環境につきましては、幹線道路及び生活道路の整備を行い、未整備通りの改善の進

め、快適で安全な道路環境づくりに努めてまいります。

住環境の整備につきましては、公営住宅の建替事業として、南吉野団地は昨年着工の継
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続工事の２棟１３戸が完成しますので、併せて道路改良及び駐車場造成工事を実施いたし

ますが、本年度をもって、６棟６３戸の建替事業が完了となるものであります。

また、石山団地も同じく継続工事の１棟６戸が完成しますので、併せて駐車場造成工事

を実施してまいります。

さらに、「すながわハートフル住まいるの助成事業」による新築住宅建設・住宅購入及

び住宅改修に対する助成を引き続き行い、まちなか居住の促進、良質な住宅ストックの形

成と定住促進を図ってまいります。

上下水道につきましては、専用水道事業として北光袋地地域において、地下水を利用し

た給水を行っておりますが、安全な水道水を供給するために、今後、維持管理経費の増加

が見込まれることになりますので、西空知地区広域水道企業団からの給水へ切り替えを行

い、安心で安定的な水道水の供給を行ってまいります。

なお、切り替えにより料金の差額が発生いたしますが、この差額について、補助をして

まいります。

また、下水道の整備では、雨水による浸水被害を防止するため、日の出地区の雨水管整

備を進めるほか、経年による劣化が想定される下水道施設について、事故を未然に防止す

るため、点検・調査を実施するとともに、新たな計画的な改築・更新等に着手し、施設の

長寿命化に取り組んでまいります。

さらに、公共下水道計画区域外での生活排水などを適正に処理し、生活の環境の整備を

図るため、引き続き個別排水処理施設整備事業を実施してまいります。

基本目標５ 「にぎわいと新たな活力を生み出すまち」であります。

農林業につきましては、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食料自給率の向上

などを目指す、農業者戸別所得補償制度が本格実施されることから、国、道及び地域協議

会と更なる連携を図り、農業者の経営安定を支援する環境を整備してまいります。

また、農地・水保全管理支払交付金事業として、農村地域の環境整備等の地域共同活動

を支援するほか、中山間地域における農業生産活動の継続の確保や農業水利施設の維持管

理の支援により、農家の経済的負担の軽減及び洪水防止など、農業・農村の多面的機能の

維持を図ってまいります。

さらに、森林整備では、森林の多面的機能が発揮されるよう、適切な整備の推進を図る

ため、作業道路等の維持管理に支援を行ってまいります。

商工業の振興につきましては、中心市街地活性化のための基礎データとして、本年度も

緊急雇用創出事業により、商店街に対する顧客アンケート調査、自動車交通量調査及び歩

行者通行量調査等を実施することから、当該調査結果や過去２年間との比較分析・検証を

含め、今後に向けた商店街利用促進のための効果的活用を図ってまいります。

また、市立病院及び地域交流センターの利用の市街地への回遊性を向上させるために、

魅力と活力のある商店街づくりが重要でありますので、商店街活性化に向けた取り組みを
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支援してまいります。

さらに、企業誘致では、関係機関と連携を図り、企業動向の迅速な情報収集を行うとと

もに、企業訪問において当市の優位性をＰＲするなど、積極的な誘致活動を展開してまい

ります。

労働環境につきましては、緊急雇用創出事業により、雇用・就業機会の創出を図るとと

もに、砂川地域通年雇用促進協議会へ参加し、資格取得講習や企業訪問、さらには相談窓

口を設置するなど、季節労働者の通年雇用に向けた取り組みなどを引き続き進めてまいり

ます。

基本目標６ 「次代へつなぐ市民と共に歩むまち」であります。

行政運営につきましては、第６期総合計画に即した、砂川市における土地利用に関する

指針となるものとして、総合計画と同一の計画期間とする「国土利用計画」の策定を行っ

てまいります。

財源の確保につきましては、収納環境の整備を図るため、本年４月より市税をコンビニ

ストアで納付することができるようにいたします。これにより、納税者の利便性が飛躍的

に高まり、収納率の向上を期待できるところであります。

広域行政運営につきましては、新たな広域連携の取り組みとして、歌志内市、奈井江町、

上砂川町の１市２町で旅券事務の共同化を図り、本市窓口において旅券事業の受託処理を

行ってまいります。

次に、一般会計予算について申し上げます。

平成２３年度の予算は、１０５億３００万円で、平成２２年度予算と比較して、２．９

％の減となっておりますが、これは骨格予算として編成したためによるものであります。

歳入については、

市税は、２０億２，４３１万円で、前年度比１．８％の減。

地方交付税は、４５億１，０００万円で、前年度比１．８％の増。

国庫支出金は、１０億９，５１５万円で、前年度比９．３％の減。

市債は、５億７，８６０万円で、前年度比２９．７％の減、これらが、主な財源となっ

ております。

歳出については、

人件費は、１６億５，２２８万円で、前年度比０．２％の増。

補助費等は、１０億８４万円で、前年度比２．８％の増。

事業費は、４億２，７３４万円で、前年度比５３．２％の減。

公債費は、１９億１，７０１万円で、前年度比４．０％の減。

扶助費は、１５億９，７２５万円で、前年度比２．３％の増となっております。

続いて、特別会計・企業会計予算について申し上げます。

国民健康保険特別会計は、２４億２，７９５万円で、前年度比４．８％の減。
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下水道事業特別会計は、９億２，５７４万円で、前年度比２．６％の減。

介護保険特別会計は、１６億５，４３９万円で、前年度比３．７％の増。

後期高齢者医療特別会計は、５億３８１万円で、前年度比０．１％の減。

病院事業会計は、１５８億６，６６４万円で、前年度比３４．９％の減となっておりま

す。

なお、老人医療事業特別会計は、平成２２年度末をもって廃止するものであります。

以上が、各会計の予算でありますが、全会計の総額は、３１８億８，１５３万円となり、

前年度比２１．９％の減となったところであります。

これからのまちづくりは、これまでの国の画一的な考え方に基づく行政運営から、地域

主権改革により、権限移譲、補助金の一括交付金など進められ、地域が自らの判断で地域

の課題解決に取り組むことになるものであります。

これまで、市民の参加を得、協働のまちづくりを進めてまいりましたが、人口減少・少

子高齢化、地球温暖化対策などの多くの課題に対し、より一層、市民の皆さんと行政がと

もに信頼関係を築き、知恵を出し合い、協働して市民が望むまちづくりを進めるための、

努力をしていかなければなりません。

私は、今期をもちまして３期１２年間の市長職を退任することといたしました。

市民の皆さんと一体となり、ともに歩むまちづくりを進め、厳しい道のりではありまし

たが、市民の皆さんとの約束は果たすことができたものと思っております。

また、１２年間の長きにわたり、議会と行政が両輪となって、市政運営をできましたこ

とは、議員各位並びに市民の皆さんのご支援、ご協力の賜と深く感謝申し上げる次第であ

ります。

最後になりましたが、先人のたゆまぬ努力によって築かれたふるさと砂川。年輪を重ね、

新しい歴史が始まりますが、市民が主体となって、総意と熱意によるまちづくりを邁進さ

れ、小さくてもきらりと光るまちづくり、きらりと輝くまちであることを念願し、予算編

成といたします。

◎日程第３ 一般質問

〇議長 北谷文夫君 日程第３、一般質問に入ります。

質問通告者は２名であります。

順次発言を許します。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、一般質問を行ってまいります。私は、今回は大き

く３点についてお伺いをいたします。

まず、１点目、公務員の高齢期雇用についてであります。人事院は、平成２５年からの

公的年金支給開始年齢の引き上げを踏まえ、６０歳以降無収入になる期間を生じる平成２
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５年度からの公務員に対する高齢期雇用問題の最終報告を行い、現行６０歳の定年を段階

的に６５歳まで引き上げる方針を示しています。公務員の高齢期雇用について伺います。

まず、１点目は、人事院の最終報告が砂川市に及ぼす影響についてを伺います。２点目は、

砂川市の再任用制度の活用の現状とこれまで退職した職員の雇用の状況についてをお伺い

いたします。

大きな２点目は、市立病院についてであります。まず、１点目は、時間外玄関には階段

があり、車いす用のスロープがありません。時間外で来られた車いすの患者さんへの対応

を伺います。２点目に、多くの患者さんが来る市立病院ですから、窓口等でのクレームも

多いと思います。クレーム対応は、だれがどこで行っているのかを伺います。

最後に、大きな３点目です。市立病院の外来待ち時間についてを伺います。病院経営に

とって受診時の待ち時間解消は大きな要素です。昨年の１２月議会で一般質問した際、病

院も患者さんに不満が多いことは把握されていて、改善への方策も話していました。開院

から４カ月が経過し、少し落ちついたところですが、これまで行われた待ち時間解消の改

善への取り組みと現在における待ち時間の状況を伺います。

以上です。

〇議長 北谷文夫君 総務部長。

〇総務部長 角丸誠一君 （登壇） 私のほうから大きな１についてご答弁申し上げます。

大きな１の（１）、人事院の最終報告が砂川市に及ぼす影響についてご答弁申し上げま

す。公務員の高齢期雇用問題につきましては、平成２５年度以降、現在６０歳から支給さ

れている公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が６５歳へと段階的に引き上げられるこ

とに伴い、６０歳で定年退職しても年金支給開始までの間に無収入となる期間が発生する

こととなります。民間企業においては、既に定年年齢の６５歳以上への段階的引き上げ、

高年齢者が希望するときは定年後も引き続いて雇用する継続雇用制度の導入、または定年

制度の廃止のいずれかの措置を行うことが法律によって義務づけられており、公務におい

ても職員が高齢期の生活に不安を覚えることなく職務に専念できる環境を整備する必要が

あるとのことから、人事院では平成１９年９月から学識経験者を中心とする公務員の高齢

期の雇用問題に関する研究会を開催し、民間企業、各府省、職員団体からのヒアリングを

含め、公務員の高齢期の雇用確保のあり方について幅広く検討が進められた結果、平成２

１年７月に最終報告が取りまとめられたところであります。最終報告では、６５歳までの

雇用を実現するとの国の高齢者雇用施策を踏まえ、組織活力と公務能力を確保するための

方策、総給与費の増加を抑制するような給与制度上の措置などを講じながら、各府省にお

いて６５歳までの雇用維持を実現可能とするための人事管理を具体化し、平成２５年度か

ら段階的に定年年齢を６０歳から６５歳に引き上げるべきことを基本とした提言がなされ

ました。人事院は、最終報告を踏まえ、平成２２年８月の給与勧告時の報告において、公

務能率を確保しながら６５歳まで職員の能力を十分活用していくためには、公的年金の支
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給開始年齢の引き上げにあわせて定年年齢を平成２５年度から３年に１歳ずつ段階的に定

年を引き上げ、６５歳まで延長することが適当であるとの考えを示したところであります。

また、平成２２年１２月に公表された高齢期雇用問題に関する検討状況の整備では、課題

事項として若年層、中堅層のモチベーションの維持や管理職であった者の６０歳以降の活

用のための方策や組織活力の確保のあり方、さらに総給与費の増加を抑制する観点から高

齢者層の給与抑制をどのように行うかなどといった課題が示されており、加えて定年延長

の検討は一般国家公務員のみならず地方公務員等の働き方に幅広く影響するため、適切な

制度設計に向け、慎重な検討が必要とされたところであります。

こうした中ご質問の砂川市に及ぼす影響といたしましては、定年延長に伴う給与制度の

見直しについて、人事院勧告の中では民間企業においての６０歳代前半の給与水準が月額

３０万円台半ばとなっている実情を踏まえ、検討すると報告されております。そうした給

与抑制の措置がなされたとしても、新規採用者と比較すると高額となり、総給与費の増大

となるものと考えられます。また、定年延長後の役職のあり方につきましても、人事の新

陳代謝を図り、組織の活力を維持するため、一定の範囲の管理職を対象に当該管理職を離

れることを内容とする役職定年制の導入も検討されておりますが、この点についても職員

間の意思疎通が良好な関係のもとで行われるよう、役職定年後の職員の活用方策について

検討する必要があると考えているところであり、定数管理上の観点からも新規採用者が抑

制されることに伴い、職員の年齢構成にゆがみが生じるなどの影響が考えられるところで

あります。今後におきましても国家公務員における定年延長についての検討動向につきま

して注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、（２）、砂川市の任用制度の活用の現状とこれまで退職した職員の雇用状況につ

いてご答弁申し上げます。前段の砂川市の再任用制度の活用の状況についてでありますが、

砂川市では高齢社会の到来に伴い、高齢者の知識、経験を社会において活用していくとと

もに、年金制度の改正にあわせ、６０歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えてい

くため、一般職の職員の定年退職者等の再任用制度について条例を制定し、平成１４年４

月１日から施行しているものであります。再任用制度の活用につきましては、人事面によ

る新陳代謝促進の観点から、事業を円滑に進めるために必要と市長が判断した場合に再任

用職員を任用している状況にありますが、現在は市立病院改築事業を円滑に進める必要が

あるとの判断から、１名の建築技術職員を再任用職員として任用している現状にあります。

次に、後段のこれまで退職した職員の雇用状況についてでありますが、専門的技術、技

能を必要とする部署及び行政経験を必要とする部署へ定年退職をした職員の一部職員を嘱

託職員として委嘱し、配置しているところであります。現在砂川市には、平成２３年２月

末日現在で５０名の嘱託職員がおりますが、そのうち市職員退職者は７名、全体の１４％

となっております。配置部署といたしましては、専門的技術、技能を必要とする部署へ５
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名、行政経験を必要とする部署２名を嘱託職員として委嘱している状況にあります。

以上でございます。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 私のほうから大きな２と３につきましてご

答弁申し上げます。

まず、大きな２、市立病院についての（１）、時間外で来られた車いすの患者さんへの

対応でありますが、新病院の設計においては計画地周辺で過去に大きな水害を経験してい

ることから、その対策として前面道路から１階の床を上げることで床下の冠水を防ぐ処置

を講じております。ご指摘のあった時間外出入り口につきましては、前面歩道と出入り口

の段差が６３センチメートルとなっております。バリアフリー対応では、前面歩道とスロ

ープで連携する場合には高低差の約２０倍の距離１３メートルが必要となりますが、現敷

地では歩道幅が約３メートルしかないことから設置ができない状況にあります。このよう

な立地条件のもとで時間外出入り口の利用方法を検討いたしました。１つ目は、正面玄関

前の駐車場から時間外出入り口まで雨、雪などの対策として屋根をつけた通路を設け、安

全に出入りできるようにしたところであります。２つ目として、正面玄関にインターホン

を設置し、守衛室と連絡をとれるよう対応を図ったところであります。こうした中この冬

は積雪量も少なかったこともありますが、冬期間において南側通路の使用に支障がなかっ

たところであります。また、車いすの方が乗用車等で時間外出入り口に直接来られた場合

につきましては、付き添いの方などが時間外玄関に入っていただき、守衛に声をかけてく

だされば、南に面した救急車出口を利用して車いすで入っていただくことも可能となって

おります。これらの方法等の周知がいまだ徹底していないことも考えられますので、今後

の周知方法について再度検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

大きな２の（２）、クレーム対応はだれがどこで行っているのかについてご答弁申し上

げます。医療は、サービス業に位置づけられるという考え方により、一般サービス業が顧

客満足度の向上を目指すと同様に、患者さんの要望にこたえ、患者満足度を向上させるこ

とが重要であることは言うまでもなく、患者さんの最大の満足は期待どおりの治療を受け

て十分な結果を得られることにあると考えております。当院に寄せられるクレームについ

ては、当院のことを思ってくれている患者さんからのご意見と受けとめており、その対応

につきましては危機管理の一つのプロセスという位置づけとして考えております。また、

患者さんからのご意見に対する対応につきましても不満を解消することがサービスの改善

につながり、さらに満足度の向上へつながるものと考えております。

ご質問のクレーム対応につきましては、院内に設置しておりますご意見箱でのご意見は

医事課で集約し、各部署で迅速に対応しており、また直接窓口でいただくご意見の中で診

療等患者さんにかかわることにつきましては医事課や地域医療連携室が、施設、設備等に

つきましては管理課が窓口となっております。また、内容によっては部署を問わず病院全
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体で協議し、対応を図っているところであります。また、クレーム対応についてどこで行

っているかでありますが、医事課や地域医療連携室が対応する場合は総合受付横にありま

す相談室や地域医療連携室内の相談室を使用し、時には待合ホール等にて直接伺うこと、

管理課が対応する場合につきましては管理課内や現場で対応しているところであります。

今後も患者さんの発信するメッセージを切実に受けとめ、病院全体で患者さんがご意見を

伝えやすい環境を整え、病院理念に基づいた医療の提供をできるよう取り組んでまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、大きな３、市立病院の外来待ち時間についてご答弁申し上げます。ご質問の待ち

時間解消の改善への取り組みについてでありますが、当院は急性期病院として医療連携の

推進により、地域のかかりつけ医とそれぞれ持っている機能を分担し、かかりつけ医に患

者さんを診察していただくことにより、待ち時間短縮を図っているところであります。ま

た、院内においては、診療全体の流れをスムーズに行うことや混雑時の受け付けにおいて

応援体制を整え、短縮を図っているところでありますが、電子カルテシステムなど新シス

テムの導入や診察時間、検査対応などから大きな待ち時間短縮には至っていない状況であ

ります。特に患者さんが多い診療科では、外来を担当する医師数が十分でないことから、

診療までの待ち時間が長くなり、ご迷惑をおかけしているところであります。このため、

少しでも待ち時間のストレス解消となるよう、各ブロックにおける受け付け体制の迅速な

対応や検査等の結果が出るまで少々時間がかかる旨を患者さんに丁寧に説明することを心

がけるよう指導しているところであります。また、待ち時間を利用して自由に本やパンフ

レット等を読んでいただけるよう、１階ラウンジにあります図書室も開放したところであ

ります。現在は、診察順番のディスプレー表示方法につきまして、今現在の表示人数枠を

ふやし、診察までの順番待ちがわかる表示やコメント表示などについて医師等からも意見

を吸い上げるなどして検討を進めているところであります。今後においても患者満足度調

査を実施しながら、病院の大きな課題である待ち時間対策について十分に検討を重ねてい

くとともに、南館完成時の受け付け方法、患者動線等についてもあわせて検討しなければ

ならないと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長 北谷文夫君 １０分間休憩いたします。

小黒弘議員の質問は休憩後に行います。

休憩 午前１０時４９分

再開 午前１０時５９分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の本会議を開きます。

小黒弘議員の質問を許します。

〇小黒 弘議員 それでは、一問一答ですので、まず大きな１番、公務員の高齢期雇用に

ついてからお伺いをしたいと思います。

今総務部長のお話でもありましたのですけれども、私最初にこれを質問しようと思った
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のは、道新の記事で民間も同じように定年後の継続雇用がもちろん改正高齢法というので

すか、によって民間のほうはもういち早く行われているのだが、なかなか企業側のほうが

そのとおりにしていないという記事がありまして、年金が少なくなっているのだけれども、

国が言うように、雇用がそのまんま延長されていないというような記事がありました。公

務員のほうはどうかというふうに調べていったのですけれども、先ほどご答弁があったよ

うに、人事院がもう既に平成２５年度から段階的に６５歳まで引き上げていくというよう

なことを最終報告をしたと。これまで給料や、それから期末手当なんか人事院勧告のこと

というのは、もうそのまんまストレートに入ってきているものですから、ああ、もうこれ

は決まりだなと、私はこう感覚的には思うのです。ただ、まだはっきりと決まったことで

はないようなお話でもあったのですけれども、これって意外と大変だなというふうに思う

のです、人ごとながらなのですけれども。市長は、先ほど予算編成の中で、いや、もう私

は今期で終わりですというようなお話もありましたし、もっとも職員ではいらっしゃらな

いのですけれども、ここにいらっしゃる大体の部長の方々はここにかかってくる年代の方

々かなというふうに思うのです。先ほど答弁された総務部長も２７年ですか、退職は。と

なると、確実にその１歳か２歳延びていくというようなことがこのまんま決まっていけば、

そうなっていくのかなというふうに思います。職員の皆さんのちょっと名簿を調べていく

と、意外とこの２５年から始まる定年制の部分、２５年、２６年、２７年に退職を迎える

方々は４人、５人とそれぞれの年度で多いのです。これ３年間続くと、もう３０人は、３

０人ではないか、１５人から２０人の皆さんは今までであれば６０歳で定年退職されてい

る方がそのまんまいらっしゃる状況になるということになるのです。どんどん、どんどん

それが繰り返されていくということになってくると、これ定数の関係からしても一体どう

なっていってしまうのかなというふうにも思うのです。砂川市では、条例をちゃんと定数

で、条例で定数を定めていますから、つまりそうなると若い人たち、新規採用の人たちを

少なくしていくしかないのかなというようなことまで私は考えてしまうのですけれども、

その辺というのは現実的に一体どうなのかという点を、はっきりしないといいながらも、

これ人事院が最終報告しているような内容ですから、お答えをいただければと思うのです

けれども。

あわせて、２番目の再任用制度の関係なのですが、こちらも以前私も議員でいまして、

その再任用制度の条例を可決をしたときにいろいろ議論をしたことがあったのですが、こ

ちらもだんだん定年退職、あるいは２階部分というのですか、の年金が６５歳でないとも

らえなくなるというようなことも多分あわせて再任用制度というのが条例化までされたと

思うのですけれども、今の内容で、いや、答弁でいきますと、まだ１人しかこの再任用制

度では任用といったらいいのですか、されていないということなのですけれども、何でわ

ざわざ条例までつくってやった定年してもまだ働けるよというようなことがまだ１人しか

なっていないという、これ不思議だなというふうに思うのですけれども、この要因という
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のは一体どこにあるのかをお伺いします。

それから、退職した職員の雇用の状況ということをお伺いしたのですが、今お答えにな

ったのは市の庁舎内での嘱託職員という数だと思うのですけれども、それ以外に民間と言

ったら変ですけれども、特に砂川市が補助金なり助成金なりを出している団体というのが

あると思うのですけれども、私ふっと思い浮かべるだけでも結構主なるそういう団体には

市のＯＢの方々が行っているなというふうに思うのですけれども、その辺の数もわかれば

教えていただきたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 総務部長。

〇総務部長 角丸誠一君 ３点ほど質問がございました。順次ご答弁申し上げますが、最

初に公務員の定年延長に伴ってだんだん高齢職員がたまっていくと、職員が入っていかな

いというような状況になるのではないかということでございますが、今人事院で考えられ

ているものは３年たつと１歳ずつ上げていくということで、２５年度の退職者から適用と

いうことになります。２５年度の退職者は、６０歳で本来定年退職ですけれども、１歳延

びますので、６１歳で退職ということになりますから、２６年度末に退職、２６年度末に

退職予定だった者、６０歳は２７年度末ということで、１歳その年度の方は上がることに

なります。ということは、定年退職日が１年ずつ延びます。その次、２７年度に退職する

方は、２７年度、２８年度は６２歳になりますから、２年延びるということになります。

段階的に２年たってまた１つ上がるという形で今考えられているところでありますけれど

も、その間延長された部分で例えば２５年度に退職する予定だった方が２６年度になりま

すから、退職者がいないということになりますから、その分仮にこれまで行っている退職

者分補充するという考え方であれば、２５年度については退職者がゼロですから、採用は

ありませんけれども、２５年度の退職者が２６年度末に退職ということになると、その分

だけ採用できるという形になろうかなというふうに思います。これは、表にして考えてみ

ますと、大体２年、間置いたごとに退職しないという職員が出てくると。段階的に１歳ず

つ上がっていくということの中では、そういう現象が、退職者なしという年が２年置きに

発生してくるという状況がありますから、退職者がいるときは補充ができるのかなという

ふうに考えているところであります。

それから、再任用の条例が平成１４年４月１日から施行されておりますが、再任用され

ていないのではないかというようなお話であります。この再任用の当時の状況では、共済

分の、私たちが入っている共済分の給与比例部分といいますか、基礎年金部分と給与比例

部分と２階建てに大きくなっていますけれども、平成１４年から基礎年金部分が６５歳で

ないともらえないということが方針が出されまして、再任用制度でそれを救っていくとい

うような状況がありましたけれども、共済のほうでは６０歳からまだ出るという制度がず

っと残っておりまして、そのような制度がまだ残っている中では再任用を行ってこなかっ

た、またなおかつ人事面での新陳代謝を促進するというようなことから、再任用は退職者
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すべてが適用ということではなくて、市長が特に定めた、認めたと、必要だという判断に

立った者を限って任用しているという制度でありますし、そういった大きく２つの理由か

ら積極的に再任用ということは取り入れてこなかったということでございます。

それから、退職職員、先ほどは庁舎内の嘱託職員のお話をいたしましたけれども、言わ

れております部分につきましては多分、広域的団体というのは大体砂川市内には８つほど

団体があります。商工会議所だとか、社会福祉協議会、観光協会、町内会連合会、シルバ

ー人材センター、子どもの国協会、それから砂川福祉会、ＮＰＯ法人ゆうなどにもと退職

した人が行っておりますけれども、これらについては各団体の長から行政出身者の情報提

供という依頼がありまして、情報を提供しているものでありまして、砂川市がかかわって

いるというものではありません。市のほうで採用を要請したり、あっせんしたりというよ

うなことはしておりませんので、その点はお間違えのないようにお願いしたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 今そういうお話がありました。さっき民間の話、記事をちょっと言った

のですけれども、民間的な考え方でいくと、いや、公務員の皆さんはやっぱり恵まれてい

るなというふうな思いというのはどうしてもあるのです。それは、もう砂川市内だって給

与の格差だけではの話ではなくて、こういう話が出てくると、ああ、１歳ずつとどんどん、

どんどん６５歳までいけるのだなみたいなことが、これはどうしても出てくるのは間違い

ないだろうというふうに思うのです。それで、再任用の関係は、これ市長が特に認めたと

いうことで、では今まで採用なかったのは認められる人が余り少なかったのかなと、余り

いい表現ではないなというふうには思うのですけれども、もう一つはやっぱり今総務部長

がおっしゃったとおりであるならば、誤解されているかなというのが、つまり公益的な団

体に、僕は議員になってからほぼ民間の方がその役職というか、さっき言った商工会議所

とか観光協会とか、そういうところに民間の人が行ったのを見たことないわけです。もう

ほとんど市のＯＢの人がここで、この４月で定年退職したといったら、大体行かれている

ような状況が見られるので、これは何かもうちゃんとそこは市のＯＢのポストになってい

るのかなというふうに私は今まで思いもしていましたし、まちの声も大体そういう声で、

でも各それぞれの長から情報提供があって、ぜひというようなことでもあったような今お

話だったので、そこのところははっきりとさらにお話しいただければと思うのですけれど

も、その辺のところというのは一体どうなったのでしょうか。

〇議長 北谷文夫君 副市長。

〇副市長 小原幸二君 （登壇） 公益的な団体へのかつての市職員、ＯＢが行っている

という部分で非常に誤解を招いているような嫌いが実はございます。私どもは、決してだ

れだれをどこの部署に入れてほしいというようなことは言ったことはございません。逆に

あえて市の行政マン、かつての行政マンを使うよりは民間人からそれぞれ適任者を探して

入れてくださいという実はお話もしております。そういう状況でそれなりのもし必要があ
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れば、市から補助もいたしますというようなお話も実はしております。しかし、なかなか

民間から適材な、適材適所の人材がいらっしゃらないというようなことがあって、先ほど

総務部長が答弁したように、それぞれの団体の長から行政ＯＢ、これを紹介一応はしてい

るということで、あと紹介をしているだけであって、その交渉については本人とその団体

との協議の中でそれぞれ決まっているというような状況でございます。そんなようなこと

から、今後も行政があっせんするというようなことは一切ございません。そんなことで誤

解のないようによろしくお願いを申し上げたいというふうに考えます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 ちょっと質問があっちいったりこっちいったりしてしまっているのです

けれども、先ほどの定年延長の関係ですけれども、これ普通でいくと今まで部長でいらし

た方が定年延長になったときにこれどうなるのかということなのですけれども、部長のま

んまでいるのか、あるいはこれがまた平にいってしまって違う部署に行ったりなんかする

と、またこれ若い人たちも大変でしょうね。今まで命令していた人たちが、指示をしてい

た人が今度指示をされるというような状況がなってくるとなると、これはもう組織の中の

話だから、余り僕がどうのこうの言う話でもないのですけれども、思っただけでもえらい

大変そうなこれ、ことが起こるのだなというふうに思っているのですけれども、ただ私と

して一番問題なのは、そうなって高齢期の給与が高い人たちがそのまんま残って、さっき

言ったけれども、新しい人材は定年退職にならないときは入れないとなってくると、非常

に組織全体が高齢化していく、若いアイデア、若いエネルギーなんていうのがだんだん、

だんだん薄まっていくような気もしないでもないので、その辺のところというのはどんな

ふうにこれ、これから考えていこうとされているのかぐらいの話はしていただいていいか

なというふうに思うのです。まず１点、そこの点。

それから、先ほどのこれは大いに誤解だと、私の外部団体の問題ですけれども、だとす

ればもう少し誤解を解くような方法をぜひしていただきたいなと思うのは、これ公募も何

もされないのです。特に僕が何をここで言いたいかといったら、市から補助金入れたり、

助成金を入れている団体に限って言います。民間の普通の会社に行かれるのは、僕は何も

何も言いません。ただ、補助金が入っているような団体については、市のほうもやっぱり

それなりの責任があるわけです。税金使って、そこに補助金なんか入れるわけですから、

そういうところはせめて１回公募ぐらいして、もしかしたらよそのまちからでもまた違う

有能な人たちが来るかもしれない。それもないまんまでもうそこにいてしまっているもの

ですから、その長から副市長言われたとおりいろいろ言われているのかもしれないけれど

も、それって外に見える話ではないものですから、ついついそういう何か話がいろいろ、

いや、市のＯＢの人っていいよねみたいな話になるのも、これお互いに余りいいことでは

ないと思うので、何かその誤解を解かれていかれるようなことを考えられたらどうかなと。

それは、まず１回公募するというのも手かなというふうに思っているのです。特にこうい
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う６５歳まで定年延長なんていうものがこれからどんどん、どんどんはっきりと出てくれ

ば出てくるほどそういう民間と、民と官との感情の開きというのは出てくるような気もし

ないでもないので、少しその辺を意識されたらどうかと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。

〇議長 北谷文夫君 副市長。

〇副市長 小原幸二君 まず、前段の定年延長に伴う給与制度の関係ですとか、身分の関

係のお話でございますけれども、当然部長職でやめられた方、課長職でやめられた方、そ

のまま移行するというような場合もあるのかもしれません。これは、詳細な部分について

は運用の中でこれは図られるというような状況になるかと思います。ただ、人事院で言っ

ている部分については、職務ですとか職責を基本としながら、さらに民間の給与水準を踏

まえて、そしてさらに総給与費を抑制すると、こういう視点、観点がございます。そんな

関係で部長職でいたから部長職というような部分だけでなくて、部長職でいたからあえて

結局部長職でなくて例えば課長補佐ですとか係長ですとか、そういう部分もあり得るのか

なというふうに考えます。そうしないと、ある意味では結局高齢者の給料の高い部分が残

って、残った、残ったと言ったら失礼ですけれども、６０歳以前の職員のモチベーション

にもかかわってくる、それからその職場内での人間関係にもかかわってくるというような

部分がございます。そんな関係がありますので、ここら辺についてはまだ人事院の最大の

課題、これからの検討、具体的な検討を進めていく上での課題でもあろうかと思いますし、

またこれが国家公務員だけでなくて、地方公務員に適用されるというような状況があれば、

これはそれぞれの地方自治体の課題でもあるというような状況の中から国家公務員、要す

るに人事院の方向を横目でにらみながら、私どももそれぞれ検討を加えていくと、こうい

うような形になろうかと思います。

それから、もう一点、公益的団体へのそれぞれＯＢが就職をするというような部分、こ

れは言われるとおりそれぞれ公募という方法もあろうかと思います。ただ、これは私ども

で紹介を、ＯＢを紹介するというだけでございますから、私のほうで公募をせとかなんと

かということにもなかなかなってきません。ただ、しかしこれらの紹介する段階で一つの

アドバイスとして公募という部分も一つにはあり得るよと、こんなようなことも一つには

アドバイスとして申し上げてまいりたいなというふうに考えております。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 １点目は、大体わかりましたので、終わります。

２点目の市立病院の関係にいくのですけれども、玄関、時間外玄関の関係ですけれども、

今の答弁でいくと、それでいいかなというふうには思うのですけれども、実は僕は何件か

違う話を聞いています。何を聞いているかといいますと、時間外に行った、行ったら、車

いすを押していって時間外の受付行ったのです。そしたら、そこの方に正面玄関に回って

くださいと言われた。これさっきの話とちょっと違うのですけれども、いや、これはやっ
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ぱり大変だと思うのです。防水や災害の関係からスロープをなかなか直角に、直角って真

っすぐつけていくのは難しいということはあるにしても、時間外の玄関に車いすが対応で

きない今の状況というのは、これはちょっとよくない、なさ過ぎるというふうに思います

し、仮にさっき言ったように、さっき局長が言われたように、救急車の出るシャッターが

すぐ隣にあるのです。あれをあければ、車いすすっと入っていけるのです。そういうこと

はどこにもわからないし、その受付の方も僕が聞いている何件かの方々はそうは言われて

いないので、まさにちゃんと徹底されていないのかなというふうに思うのです。局長が言

うように、受付の人がそのシャッターをあけてさえくれれば、そこからすっと入っていけ

るわけだから、何も問題ないのだけれども、もしそれができるのであれば、それは対応の

仕方だけの問題ですから、これはぜひそういうふうにしてほしいということです。ただ、

きのうもちょっと行ってきたのですけれども、正面玄関のインターホンってどこかなと思

ったら、本当に僕の自宅にあるような小さなインターホンなのです。これを直接行って押

していいものなのかどうかと非常に迷いますね、あれ。仮に正面玄関から車いすで入って

いって時間外でもいいよと、車いす用の駐車場に置いて、車いすを押して正面玄関来た、

正面玄関にインターホンがある、インターホンあるけれども、壁とおしゃれに同じ色なの

です。何の表示もないのです。時間外の人がこれを押していいかどうかというのは、相当

迷うと思います。そういう意味からすれば、時間外はやっぱり時間外で緊急で行ったりと

か、もうどうしようもなくて時間外で行くわけですから、みんな急いでいるし、焦ってい

るし、そういうときに幾らかでもわかりやすいような方法、でも一番は時間外に行ったと

きの対応の仕方だと、これしかないのかなと、最終的にはそう思うのですが、仮に周知の

方法がもしあるのだとすれば、なるべくそういう周知の方法をしていただければいいかな

というふうに思いますが、この辺はいかがでしょうか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 まず、時間外の受付の対応ということで、多少行き違

いがあったのかなというふうにも思います。ただ、現実的に救急、正面玄関からインター

ホン使われて正面玄関から入った方も数名伺っておりますし、もう一つ、救急でかかる方

が事前に救急外来のほうに電話入れるケースも結構ございます。その中でその状態によっ

ては車で行きたいだとか、それから車いす、それから状態が歩ける、歩けないというお話

しされる方もおりますので、そういう場合につきましては看護婦のほうから救急、守衛室

のほうに連絡行きまして正面あけるとか、それから救急車出入り口を使用するということ

も数件あったというふうに伺っております。いずれにしても、この辺については周知につ

いてはきちっとしていかなければなりませんし、先ほどの非常にインターホンが見づらい

ということもありますので、これについては表示等も含めて十分に検討していきたいとい

うふうに考えております。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。
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〇小黒 弘議員 ちょっと質問の仕方を間違えました。済みません。それで、２番目の関

係なのですけれども、要するにクレームの関係も一緒にさっき質問してしまわなければい

けなかったのですけれども、ごめんなさい。クレーム、僕が言うクレームというのは、そ

んなご意見とかそういうものではないです。文句というやつです。最近要するにやっぱり

これ余りいい言葉ではないけれども、クレーマーと言われる人たちもいて、たまに窓口な

んかで大きい声出されているということもあるのです。ただ、こういうときに、ではだれ

が対応しているのかというと、窓口の人が対応しているという感じなのです。前にも言っ

たのですけれども、今の病院って職員みんな壁の中に入ってしまったのです。以前だった

ら、ガラス窓だったから、何か怒っているなといったら、必ず何か医事課の課長なり係長

なりがすっと出てきてとか、違う場所に連れていってではなくて、行ってもらって話をし

ているような状況が見えたのですけれども、今は窓口の前にいる人たちというのはニチイ

の人たちか、あるいは銀行の人たちか、外来の待合行ってもやっぱり事務の方、事務とい

ったって正職員の人たちではない人たちがいるわけです。この人たちにきついクレームの

処理をしろといっても、なかなかきついだろうなと思うのですけれども、この辺現実に今

どうなっているのですか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 クレーム等につきましては、それぞれ受けた方がそこ

で対応と、ただ内容によりましては連絡を受けまして職員が対応していることもございま

す。ただ、一般的に原課で非常に大きな声出されりする方もいますので、医事課の総合受

付の横には一応そういう相談室もございますし、その中でお話聞くこともございます。そ

れから、さらに図書室の横にですけれども、ここにも相談できる箇所が何カ所かございま

すので、そこを活用しながらそういう対応図っているというのが現状でございます。ただ、

中にはその場で対応しているということも結構ありますから、ただもう一つは基本的に大

きなクレームにつきましてはやはり職員が対応しなくてはいけないということで職員が対

応していることもございますし、ただその場にたまたまいないという、そのときの委託会

社の方だけで対応しているということも多少あるというふうには伺っております。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 外で見ても、クレームを聞いているだけでも嫌というのは、もう絶対あ

りますよね。それ今１つお伺いしたいのは、例えば総合受付でいいのですけれども、何か

起こっているときに、その壁の後ろにいる医事課の職員はそこで何かが起こっているとい

うことをどうやって把握できますか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 原則、総合案内のところには、総合受付のところには

ドアが２つございます。ですから、非常時というか、そういう問題あったときは当然受け

た方が内部に入りまして、それぞれの所管の担当者に連絡とるというような体制にしてお
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りますけれども、なかなか表で、壁１枚の中で外で直接起こっていることがなかなか中に

は伝わらない状況も、それは当然あるというふうに思っていますけれども。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 見えていないのです。職員には外で起こっていることが見えていないの

です。僕がこうやって見ても、テレビカメラ何ひとつあるわけでもないし、例えば窓口の

人が何か起こった助けてと、助けてって変な話だけれども、ブザーの一つでもあれば、職

員は気がつくはずです。でも、そういう施設ってありますか、今。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 現実にブザー等の設置、そういうものはつけておりま

せん。ただ、必要に応じては、各部署に電話もありますし、直接今申し上げましたとおり

それぞれの部屋に入ってこれますので、そういう対応図っているのが現状でございます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 やっぱり早い対応をどうやってできるかということは、大事だなという

ふうに思うのです。特に病院はホスピタリティーといって、もう本当にサービス業の最た

るものだというふうに私は思っていますから、やっぱりもう体悪くて病院に来るわけです。

そこで何か大きな声聞かされて、対応が困っているような、そういう状況というのはやっ

ぱり見ない、見ないほうがいいなというふうに思いますし、一回怒り始めたら余計怒りま

すから、だからそれなりにちゃんとした対応できれば、僕はいいのではないかなというふ

うに思うのですけれども、これって職員だけで対応できるのかどうかなのですけれども、

仮に僕はその、そういうクレームを処理する人って上手な方っていると思うのです。そう

いう方を一度ちょっと相談に乗ってもらうとか、あるいはもっと極端に言えば、嘱託あた

りで雇ってみるとか、そんなような考え方というのは全然ないのかどうかお伺いしたいの

ですけれども。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 最近の医療では、いわゆる暴力的な、言動も含めまし

て、そういう行為でクレーマーが多いということで、ある程度の病院ではそういう専門の

方を雇っているところもございます。それから、弁護士、それからいわゆる警察のＯＢだ

とか、そういうことを配置しながら、法に詳しい方を配置しながら対応している病院も幾

つか見られます。当然うちの当院といたしましてもそういうことは現実に今後考えていか

なくてはならないかなというふうに思っていますけれども、いずれにしてもまず職員がし

っかりその辺をわきまえた対応をまず図るということを今前提で考えておりますし、それ

に応じて今の医療状況見ながら、またそういうことも含めて検討はしていきたいなという

ふうには考えております。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 しゃべる時間３０分なので、最後に市立病院の外来待ち時間のことをお



－52－

伺いします。これ１２月にも聞いたのですけれども、残念ながら先ほどの答弁、１２月と

ほとんど同じで、僕があえてここに改善の方策についてどうなったでしょうというふうに

聞いているのですけれども、こちらのほうは何か具体的な動き方というのはされたのかど

うか、まず聞かせてください。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 昨年の１２月議会でご指摘いろいろありまして、その

間現行のディスプレーの見直し、いわゆる表示されている人数の問題だとか、それからコ

メントを出せるのかどうかということも検討してまいりました。さらに、大きく予約につ

きましても現状、昨年度比になりますけれども、昨年同時期につきましては大体６０％の

予約率でありましたのが現状８０％ぐらい超えています。といいますのは、当然こうなれ

ばやはり３０分で何人診れるかということも医者に伺いまして、そういうふうな意味では

ちょっと改善を図ってきたところです。当然以前は３０分で１０人ぐらいということで予

約をとっていたものを今五、六名、中によっては医者によって違いはありますけれども、

３名だとか、そういうことを対策してきたという経過でございます。さらに、一応検査の

流れだとか、それから動線についていろいろと検討してきて、まだ大きな結果は出ており

ませんけれども、そういうことは踏まえて検討したというような状況でございます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 そのディスプレーの検討した結果はどうなったのですか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 現行のディスプレーを使いますと、どうしても患者、

表示される方を多くしますと文字が小さいだとか、さらにコメントを入れますとまたさら

に小さくなるとか、いろんな協議もあります。ただ、何人程度載せるべきかということを、

各ドクターにも一応それぞれ意見がございまして、それらも含めてまだ最終的には結論出

しておりませんけれども、ディスプレーが小さければ大きいものにかえるだとか、そうい

うことも考えていかなくてはいけないということで、現段階でも一応協議している段階で

ございます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 先日滝川の市立病院に見学に行ってきたのですけれども、そこのディス

プレーを見てきました。あっ、これいいなと思ったのですけれども、それは何がいいかと

いうと、番号のこの右横に何十分おくれというのが表示されていたのです。こういうこと

ってうちの病院のディスプレーでもできるのですか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 システム的には可能というふうに伺っております。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 きのうも実はきょう一般質問するので、病院に行ってきました。そした



－53－

ら、僕の顔見るなり、小黒さんって話になったのですけれども、私は９時半からきょう内

科に来ました。僕が議会終わって行ったのです。ですから、２時過ぎです。まだ診れて、

診てもらえていないと言われたのですけれども、やっぱり全然変わっていないのかなとい

うふうに思うのです。ただ、その人は知恵が働いたのです。どういうふうにしたかといい

ますと、その外来の方に聞いたのですって、あとどのくらいかかるのだと。いや、まだ大

分かかりますよと言われたと言うのです。それで、たまたま家が近いものですから、家に

一回帰った。帰ってお昼過ぎてそろそろ大丈夫かなと思って帰ってきたけれども、いや、

まだだ。でも、一回帰れたのです、その人。でも、私は家近いから帰れたのだけれども、

これ遠くから来た人だったら、ここにいるしかないよねという話になったのです。それで、

今その待ち時間で何が一番つらいかといったら、そこにいないとだめなのです。さっき事

務局長言ったけれども、本も図書室も開放したし、ラウンジもあると言うけれども、外来

で受け付けしたら、いつ呼ばれるかわからないから、そこにずっといるのです。こういう

話が１つある。たまたま行ったのですって、食事に、おなか減ってしまったから。そした

ら、その間に番号呼ばれた。そしたら、えらく怒られたそうです。何でここにいないので

すかと言われたと。こうなってしまうと、やっぱりずっとそこにいるしかないわけです。

これつらいです。今の話だったら、３時間、４時間の話です。だから、もしもディスプレ

ーに、滝川市立病院、３０分待ちという表示の見本でした。うちだと多分それを出したと

すれば、２時間、３時間待ちというふうになるかもしれない。かもしれないけれども、そ

の時間がもしあるのだったら、ではちょっと買い物、近所行ってくるかとか、それこそ本

でも読んでいようかとか、コーヒー飲んでみるかとかという時間の過ごし方はできるかも

しれません。この辺のところというのは、お医者さんとのいろんな関係でそんなふうなや

り方ってできそうなのか、できそうではないのかをお聞かせください。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 当然待ち時間の表示ということになりますと、患者さ

んの動向をやっぱり一番把握している医師、もしくは看護師がそれぞれその時間帯を見て、

状況見て登録して表示するというふうに一応考えます。ですから、これについても十分ま

た話し合い、協議しなくてはいけないと思いますけれども、それが可能かどうかはこれか

らもちょっと検討はしてみたいなと思います。ただ、隣のまちの病院としては、やっぱり

モデルとして数字出しただけで、先ほど言われましたように、２時間待ち、３時間、それ

は本当に診療の内容によって大きく変わってくるというふうに理解していますので、極端

に言えば、長い時間お待ちくださいというのが果たして正直いいのかどうか、それらも含

めて検討はしていきたいというふうに考えます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 ただ、現実に長く待つのなら、それを表示するしかないではないですか。

これを、いや、それちょっと見場が悪いとかという問題ではないのです、もう今。この今
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うちの市立病院のこの待ち時間、これ四、五時間もし仮に待たされるのならば、札幌行っ

てしまったほうがいいかという人、現実にいますから、それは何かもったいないなという

ふうにも思いますので、やっぱり緊急、それからいい対応しなければいけないなというふ

うに思います。それから、医者が少ないからというお話もあったのですけれども、いや、

それが患者さんがたくさんふえてお医者さんが足りなくてやっぱり待つのだというのなら、

僕もある程度納得できるのですけれども、ちょっと調べたのです。特に込み合い方が激し

いという内科の関係なのですけれども、１０月は開院前と開院後で比べますと１，０００

人減っているのです。患者さんが減っているのです、外来の。この年は、この月は新本館

が開院したばかりだから、減っているのはそうかなと思うのですけれども、今度１２月で

すけれども、開院前が４，４００、約４，５００だったのが開院後が３，７００人に減っ

ているのです。この１月ですけれども、こちらは若干、若干ふえていますけれども、そう

いう意味でいうと、どうも患者さんがあふれてしまっていて大変な状況になっているから、

待ち時間ということではないようなのです。この辺の原因って一体何だと思われるのでし

ょうか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 総体的に延べ患者数が減っているというようなご指摘

でございます。ただ、これについては、一定している患者さん、それから初診が多くなれ

ば当然また時間がかかるということも考えられますし、全体的に減ったとしても、やはり

各先生たちが診療する時間が多少長くなっているのかなという部分もございます。これは、

十分な説明が必要になっておりますし、先ほど……失礼しました。そういうこと踏まえて、

調査は正直しなくてはいけないと思いますけれども、ただ患者さんの動向ということにな

れば、ちょっと事務的に判断つかない部分ありますけれども、先ほど予約の患者さんの数

字申し上げましたけれども、実際ある程度予約制の患者さんを減らした中で十分な説明し

ていくという手もいろいろ考えて、その結果として逆に言えば時間が延びている部分も多

少あるというふうには一応考えます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 大変だ、大変だばかり言っていても、新しい病院大変なので、さっき言

ったように、もしどうしても砂川市立病院今の体制でいったら待たなければならないのだ

とすれば、待ち方を工夫しましょう。そういうふうにしていかないと、本当にさらに患者

さん減っていっては本当に困りますので、もし待ち時間が長いとどういう影響が受けるか

というと、例えばもう老老介護でどうしても病院に通ってこなければならないときに有償

ボランティア頼む場合があるのです。これ大体１時間７００円ぐらいかかってしまうので

す。そうなったときに、その待ち時間がそのまんまその患者さんの実費になっていってし

まうのです。こういうやっぱり大変なことを思われている方々もいらっしゃいますので、

できれば僕はその、もうちょっと時間あるので、もし、新聞で前読んだのですけれども、
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さっきの待ち時間の問題、その待っている間のことなのですけれども、ある病院ではポケ

ベルなのだか、ピッチというのですか、それを持ってそこにかかってくれば、あと何分ぐ

らいだから帰ってこれるとかというようなことをやっている病院もあるというのですけれ

ども、砂川の市立でもしそういうことやるといったら、どんなふうになるのでしょうか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 ベルを持たせて実際にやっているいわゆる個人病院も

ございまして、そういう意味では待ち時間解消ということ図られているということも一応

ネットに載ったりいろいろしています。ただ、現状を考えますと、約、毎日約１，０００

人ほどの患者さんが受診されておりますし、それからさらには１人で複数科かかる方もご

ざいます。そういった意味では、これだけの数をある程度そろえるということは非常に難

しいと、それの管理も含めて非常に難しいかなというふうには一応考えます。そういった

意味で我々としてはポケベルも一時考えましたけれども、非常にこれはちょっと対応につ

いて非常に支障が来すということも考えておりました。ただ、あとほかに待ち時間対策と

しては、いわゆる過去に設置しておりましたメディネットを設置、いわゆる情報伝達でき

るシステムを壁にかけて、そういうことでちょっと待ち時間を安らいでもらうというか、

いてもらうとか、それからテレビを設置してどうなのかなとか、そういうことも踏まえて

いろいろと検討してまいりましたけれども、まだそれについてはちょっと結論至っていな

いという状況でございます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 いや、いろいろアイデアは今出ていると思うのですけれども、それって

何でその結論に至らないのでしょう。何が障害になるのですか。どうも僕はよくわからな

いのですけれども、こうしていったらいいのではないかというのは今局長の口からは出て

くるのです。この前の１２月の議会でもそうでした。どうしてそういうふうに少しでもい

いから変わっていくようにはならないのでしょうか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 それぞれのシステム、それからテレビも含めたら、い

わゆるどこに置く、場所の設置箇所だとか、施設的なことも絡みますし、音の問題も出て

きます。当然音大きくなりますと、呼び出しが聞こえないとか、そういう問題も発生しま

すから、いろんな方面から一応対策をした案は出ておりますけれども、それを現実に、そ

れをもしかするとしたら、またいろんな問題も出るだろうということでまだ結論至ってい

ない部分も多々あるというようなことでございます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 やりましょう、早く。難しい話ではないでしょう。音がうるさいのだっ

たら、小さくするか消音にしたっていいわけです。家でテレビ見ているわけではないのだ

から、ちゃんと聞こえていなくてもいい。ただ、ただ待っているだけではない、何か１つ
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の方法、２つの方法が早く提供してあげなかったらば、やっぱり患者さんがどんどん逃げ

ていってしまうのではないかというふうに私は思いますけれども、局長はそう思いません

か。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 いずれにしましても、病院にとって待ち時間対策とい

うのは非常に大きな問題でございます。我々も十分それについては認識しておりますし、

当然医者の協力も踏まえて、それらの先ほど申し上げました件も踏まえて今後も十分検討

していきたいと。ただ、できるものについては、早急にやっていかなくてはいけないとい

う認識に立っておりますので、その辺でご理解賜りたいというふうに思います。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 それでは、確認をしますけれども、例えばディスプレーの関係ですけれ

ども、今これぐらいしかないかなと思うのですけれども、ディスプレーでおくれの時間を

表示することができるかどうか、する気があるかないかどうか。それから、もしもディス

プレーの中でまちの情報や何か、例えばイベント情報とか、どういう市の情報でも病院の

情報でもいいです、そういうのがたまに、前の病院のときありましたよね。受付のところ

でそういうたしかモニターがあったと思うのですけれども、そういうのも新しい病院なく

なりましたけれども、そういうようなこともやっぱり気分を変えていく一つの要素として

は今すぐできることではないかなというふうに思うのですけれども、この辺のことという

のはすぐできそうな私は気がしますけれども、事務局長はどう思いますか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 ディスプレー、それからメディネットシステムという

問題でございますけれども、それはそれぞれ先ほど申し上げましたように、ディスプレー

に関してはそのものを大きくするだとか、現状のままできるかどうかということで先ほど

申し上げましたけれども、これらをあわせて検討はしていきたいというふうに考えていま

す。ただ、メディネットシステムについては、旧病院ではございましたけれども、ではど

こに設置するか、柱が幾つかありますから、そういうのは対応できるかどうかも踏まえて、

これについては一応あわせて早急な対応を図っていきたいと、検討協議していきたいとい

うふうに考えます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 まだちょっと時間ありました。紹介状を持った人の関係で僕がちょっと

１つ聞きたいのは、その待ち時間の中でも同じなのですけれども、今紹介状を持った人と

いうのは早く受診ができるようになっているのかどうかお伺いします。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 現在紹介状を持ってこられる方は、約、初診も対象に

なりますけれども、約１６％の方が紹介状持ってきております。そういう意味では、持っ
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てこられた方については当然総合受付で受け付けしまして、これを別にちょっと色分けし

まして基本票なるものを出しまして、それを外来、ブロック受付へ持っていきまして、そ

の後は優先的に医師の判断として一応対応図っているということでございます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 これからやっぱり医療連携というのをしっかりすることによって、風邪

引きさんぐらいだったら、何とかまちのお医者さんに行ってもらって、そこから紹介状を

もらってということが待ち時間の解消にもつながっていくと思うのです。そういう意味か

らすれば、やっぱり紹介状の方々をどう扱うかということは待ち時間解消に結構役立って

いくのではないかというふうに思うのですけれども、今後のその紹介状に関しての考え方

というのはありますでしょうか。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 当然この紹介状持参ということになれば、かかりつけ

医との連携、医療連携が非常に必要だというふうに思います。ですから、全体的に医療の

中ではある程度、今１６％というお話ししましたけれども、もっともっと整理しますと、

うちの病院にかからずとも多々、他医療機関でも十分受診ができるような方も多々多くあ

りますので、それを医療連携の中で整備しながら、紹介状の体制も含めましてこれから整

理していきたいと。当然そうなれば病院のかかられている患者さんは一部減るかもしれま

せんけれども、そういうことを踏まえてもっと研究してまいりたいというふうに考えます。

〇小黒 弘議員 時間になりましたので、終わります。

〇議長 北谷文夫君 午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の本会議を開きます。

一般質問を続けます。

土田政己議員。

〇土田政己議員 （登壇） 大きな項目で３点について一般質問をさせていただきます。

まず第１点は、ＴＰＰ、環太平洋連携協定に参加しない運動の推進についてお伺いをい

たします。菅直人首相は、昨年の秋ＴＰＰ参加を突然言い出して日本の政治の大問題の一

つになっております。ＴＰＰは、物の関税撤廃のみならず、食の安全基準や人の就労、公

共企業への外国企業の参入、我が国の健康保険や金融など、さまざまな分野の基準変更に

つながるため、日本の国の形を一変させかねない大きな問題であります。今ＴＰＰから国

民の暮らしと地域経済、日本の食料、自然環境、国土を守るため、ＴＰＰに参加しない運

動が大きく広がっておりますので、次の点についてお伺いをいたします。

１つ目に、地域のあり方、日本の国の形を問う、このＴＰＰ参加について菊谷市長の基

本的な考え方についてお伺いをいたします。
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２つ目に、市内の農林業や地域経済に及ぼす具体的な影響についてお伺いをいたします。

３点目に、ＴＰＰに参加しない運動への市としての具体的な取り組みについてお伺いを

したいと思います。

次に、大きな２点目として、６次産業化の取り組みについてお伺いをいたします。民主

党政権が農林水産分野の成長産業化の柱の一つとして農林漁業者等による農林漁業の６次

産業化の促進に関する法律、通称６次産業化法案が国会に提出されたとき、昨年の第１回

定例会でこの法案の内容と市の考え方について質問させていただきました。そのときの答

弁では、法案成立後事業推進について、事業推進には詳細な情報収集を行いながら生産者

団体等と連携した対応を行っていくと述べておられました。その後砂川市の第６期総合計

画が作成され、その総合計画では砂川市の新しい農業の展開を図るとして６次産業化の取

り組みを推進するとしております。その６次産業化法が３月１日から完全実施され、計画

認定の受け付けが始まりましたので、認定対象や支援内容と砂川市としての具体的な推進

計画についてお伺いをいたします。

最後に、３点目として、外国資本による森林買収のその後の対応について質問をいたし

ます。昨年の第３回定例会でこの問題について質問させていただきましたが、その後多く

のテレビ局やマスコミが取材に入り、特集番組を組んで全国に報道され、全国から注目さ

れておりますので、市内の森林等を買収したスナガワ・ランドリミテットなる法人の実態

など、その後の情報収集や市の対応策と国や北海道の動向についてお伺いいたします。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 （登壇） それでは、大きな１番、ＴＰＰ、環太平洋連携協定

に参加しない運動の推進についてご答弁申し上げます。

（１）、ＴＰＰ参加についての基本的な考え方でございますが、北海道で昨年１１月１

２日に開催された地域社会のあり方等「この国のかたち」を問うとされた道民総決起大会

は、北海道農業協同組合中央会、北海道漁業協同組合連合会、北海道森林組合連合会が主

催し、北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会、北海道生活協同組合連合会、北海道

農民連盟など３３団体が共催団体に加わり、北海道、北海道議会、北海道市長会及び北海

道町村会が後援する、いわゆる道民ぐるみの大集会が開催されております。また、全国の

道府県や市町村でも大規模な集会が開かれ、これに農林漁業者とともに関連業界、労働者、

消費者が行政を含めて開催されており、さらに農林水産省の集約では１月２１日までに４

０の都道府県議会と１，０７５の市町村議会で参加に反対、あるいは慎重対応などを求め

る意見書の採択が行われております。当市議会におきましても昨年１１月２９日にＴＰＰ

交渉への参加を行わないよう求める意見書が議決され、国に提出されているところであり、

砂川市の基幹産業であります農業への影響が大きいＴＰＰへの参加については道民合意が

ないまま完全撤廃を原則とするＴＰＰへの参加を決して行わないように、昨年１１月に北

海道市長会を通じて要請書を提出しているところであります。
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次に、（２）、市内の農林業や地域経済に及ぼす具体的な影響についてご答弁申し上げ

ます。最初に、北海道農政部の試算によりますと、ＴＰＰ参加による北海道の稲作への影

響は、国内産米の価格と外国産米の価格差が大きく、価格面で外国産米が優位なことから、

北海道米の生産量が９割削減されると試算されており、また酪農についても飲用牛乳を除

いて加工向けの乳製品は品質面で道産の優位性がなく、価格の安い外国産に押されて生産

が大幅に減少すると予想されております。その他、小麦、てん菜、でん粉原料用バレイシ

ョや肉用牛、豚なども大きな影響を受け、北海道全体における経済的な影響額は２兆１，

２５４億円となり、そのうち農業産出額では５，５６３億円の壊滅的な打撃を受けると懸

念され、販売農家の７割を超える３万３，０００戸の農家の方々が重大な影響を受けると

見込まれております。また、ＴＰＰの参加による影響は、農林業のほかに保険、金融、医

療及び労働者の雇用など幅広い影響を及ぼすと懸念されております。したがいまして、市

内農業における具体的な影響については、北海道農政部の影響試算数を当てはめますと、

当市の米生産量の９割削減と加工向け牛乳の大幅な減少となり、市内農家の７割に影響が

見込まれます。

次に、（３）、ＴＰＰに参加しない運動への具体的な取り組みについてご答弁申し上げ

ます。我が国の食料自給率は、現在カロリーベースで４０％ですが、ＴＰＰ参加による影

響では自給率が１３％に低下すると予想されております。食料自給率の向上は、平成２２

年に策定された食料・農業・農村計画において１０年後には食料自給率を５０％とする生

産性向上対策が示されておりますが、近年の地球温暖化などの異常気象により世界的な食

糧不足が懸念されており、食糧輸入に依存する体制では国民への食糧の安定供給は食料安

全保障上最重要課題となるものであります。したがいまして、各種団体等が主催する農林

業と地域経済を考える講演会やＴＰＰ交渉対策及び米対策に係る集会への後援団体となり、

担当職員の出席や道民の合意がないままにＴＰＰ参加することへの反対署名の取り組みな

ど、行政側としての取り組みを継続してまいりたいと考えております。

次に、大きな２番、６次産業化の取り組みについてご答弁申し上げます。３月１日から

完全施行されました地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農

林水産物の利用促進に関する法律が通称６次産業化法と呼ばれ、農林漁業者等による計画

認定申請の受け付けが行われておりますが、農業者が新たな加工や販売に取り組む総合化

事業計画と研究開発・成果利用事業計画の２種類がございます。最初に、６次産業化法に

定める総合化事業計画の認定対象は、農林漁業者の個人や法人の農業協同組合、農業生産

法人及び任意組織であります集落営農組織が認定を受けることができることとなっており

ます。次に、研究開発・成果利用事業計画の認定対象は、特に制限はございません。支援

の内容でございますが、国が定める基本方針に基づき農林漁業者や民間事業者等が事業計

画を策定し、農林水産大臣及び事業所管大臣の認定を受けますと、法律上の特例処置や補

助事業の優先採択による助成措置が受けられることになります。具体的な支援の内容でご
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ざいますが、最初に総合化事業計画における法律上の特例処置は農業改良資金融通法の特

例として農林漁業者向けの無利子融資資金の償還期間１０年を１２年に、据置期間３年を

５年に延長されることや個人に上限額５，０００万円、法人、団体に１億５，０００万円

の資金融資が行われます。野菜生産出荷安定法の特例では、野菜の生産出荷量が契約取引

より減少した場合、経費負担分を交付金対象とされること、農地法の特例では直売施設等

を建築する際の農地転用等の手続の簡素化、酪肉振興法の特例では草地の形質変更の届け

出の簡素化、食料流通構造改善促進法の特例では民間金融機関から食品の加工、販売に関

する資金を借り入れる場合、財団法人食品流通構造改善促進機構が債務保証する対象資金

に追加されております。次に、研究開発・成果利用事業計画における法律上の特例処置は、

種苗法の特例として新品種の品種登録に要する出願料等を４分の１に減免、食品流通構造

改善促進法の特例では民間金融機関から食品の加工、販売に関する研究開発等に必要な資

金を借り入れる場合、財団法人食品流通構造改善促進機構が債務保証する対象資金に追加

されており、農地法の特例では研究開発等に必要な施設を建築する際の農地転用の手続を

簡素化するなどの処置がされることとなっております。これら事業計画の作成、補助申請

などの相談窓口は北海道農政事務所となっており、農林水産省内に６次産業化戦略室が設

置され、認定を受けますと、都道府県に設置される６次産業化プランナーによる継続的な

助言などが受けられることとなります。

次に、当市の具体的な推進計画でございますが、１次産業の農業者が生産する農産物及

び副産物を２次産業で食品加工、製造を行い、３次産業の流通販売によって今までの２次、

３次産業の事業者が得ていた付加価値を農業者自身が得ることによって農業所得の増加と

地域経済の活性化を図るものであります。この６次産業化法に基づく国の助成措置を受け

るには、農業者がみずから事業計画を作成し、窓口の北海道農政事務所に相談、申請する

ことになりますが、実態としては事業計画、補助申請等の取り組み手続に関する地元行政

側の支援、協力体制が必要と認識しております。現在６次産業化の推進計画として、地元

の農業生産法人と行政が市内の集客施設側と協議し、地元で生産される農産物を加工して

付加価値を生み出す企画案を集客施設側に提案しております。企画案として、農業生産者

が２次の加工、３次の流通販売までを行い、集客施設側に施設用地の使用料等を支払う具

体的な協議に入っております。なお、契約締結の条件等に関する回答は３月末までとなっ

ており、今後集客施設側の了解が得られれば、敷地内での販売契約締結となりまして、農

業生産法人は各生産者への説明及び作付準備の営農計画を進めることとなっております。

今後も新たに６次産業化に取り組む意欲的な農業者の方々と事業実施に向けた取り組みを

検討してまいりたいと考えております。

大きな３番、外国資本による森林買収のその後の対応についてについてご答弁申し上げ

ます。昨年第３回定例市議会でご答弁した後、外国資本により買収された北海道の森林の

中で一番買収面積が大きい市町村が当市であったため、テレビ局やマスコミの取材が行わ
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れ、報道されてきたところであります。ご質問の市内の森林を購入した法人、スナガワ・

ランド・リミテッドでございますが、去る２月１５日に香港資本の不動産開発投資会社、

アンヌプリランドの全権代理人、養父謙一氏とニセコ町で昨年受注された大手ゼネコン会

社の方が当市を訪問され、一の沢地区の森林購入の経緯などの説明を受けたところであり

ます。森林購入の経緯は、札幌在住のオーストラリア人が香港に来て、日本の会社が２０

年前にリゾート計画し、バブル経済の崩壊による頓挫した物件として紹介され、当初リゾ

ート開発予定として現地を見ないまま購入したとのことでありました。法人設立には、法

人税がないイギリス領バージン諸島に設立し、私書箱管理をしている状況で、香港の財閥

の方々は２１名おり、そのうちの一人が登記簿謄本にありますスナガワ・ランド・リミテ

ッドの代表者であります。

次に、情報収集や市の対応でございますが、当市を訪問された方は香港財閥の方々から

ニセコ町のリゾート開発工事に関する件と当市一の沢地区の開発プラン作成に関する件を

委任されている全権代理人でありました。一の沢地区に関する今後の情報としては、現在

特定目的会社を設立され、香港の財閥２１名から投資、出資金を集めているとのところで

あり、一の沢地区にふさわしい投資プラン作成を行うため、当市の降雪量、積雪量、平均

気温や産業構造、地元農産物の生産量及び労働力、雇用の確保など、データ資料提供の協

力依頼を受けたところであります。また、当初リゾート計画用地として購入したものの、

ニセコリゾートの建設もあり、ニセコと比較すると砂川はリゾート地ではなく、ニセコリ

ゾートに関連した施設プランなどを含めた開発計画を考えていきたいとのことでありまし

た。市の対応としては、外国資本でございますが、企業誘致業務の一環として企業振興促

進条例に基づく各種助成制度の周知を初め、一の沢地区の地番図や地形などの情報提供を

行い、誘致企業が開発計画を早急に策定されるように協力してまいりたいと考えており、

今後雇用の確保や直接的、間接的に地域経済の活性化が見込まれるものと判断し、対応し

てまいりたいと考えております。

次に、国の動向でございますが、民主党政策調査会が外国人による土地取得に関するプ

ロジェクトチームを発足させて具体的な規制内容の検討に入っており、現在法整備の対象

となるのは外国人土地法と森林法となっております。外国人土地法は、外国人による土地

取得に関する制限を政令で定めるとし、また森林法も改正し、森林を買収する場合は届け

出制または許可制にする方向で調整されておりますが、一方で経済活動を阻害することに

なりかねないとの慎重論もあり、調整が難航する可能性も伝えられております。政府は、

このプロジェクトチームからの提言を踏まえ、関連法の整備を進め、通常国会での成立を

図る方針と思われます。

次に、北海道の動向については、昨年１１月の道議会において外国資本の森林整備が進

む中、森林の適正管理のため、大規模森林売買を事前届け出制にするなど、水資源である

森林を保全することを目的とした条例の制定を検討するとされております。
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以上でございます。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 それでは、まずＴＰＰの問題から再質疑をさせていただき、再質問させ

ていただきます。

今部長から詳しいお話がありましたけれども、この間の国会の論戦などによっても日本

のＴＰＰ参加が菅首相の言うようにアジアの活力を取り組むものではなくて、アメリカの

経済戦略に日本が組み込まれるということ、それから先ほどお話がありましたように、農

林水産業に壊滅的な打撃を与え、国民への食糧の安定供給を根底から損なうということと、

あわせて食品の安全とか医療、雇用、金融などあらゆる分野で日本の経済の主権を丸ごと

失うことになるのでないかということが国会の論戦の中でもいよいよ明らかになってまい

りました。まさにこれは日本の前途にかかわる重大な問題でありまして、先ほどお話もあ

りましたように全道、全国で大変幅広い国民運動が広がって地方議会における反対の意見

書でも、先ほどもありましたけれども、４０道府県、現在では１，１００を超える市町村

で反対の意見書を上げておりますし、特に北海道では道内１８０の自治体のうち１７５自

治体がＴＰＰ参加反対の意見書を採択するという、今までにかつてない反対の大きな運動

が盛り上がっております。しかし、菅政権は、何が何でも６月までに参加の方法を決めよ

うとしておりまして、非常に重大な時期に来ているというふうに思っております。先ほど

部長から答弁がございましたけれども、菊谷市長も反対の意思は表明されておりますが、

公式の場で市長の意見の表明がないので、もし市長が、砂川市の意思を明確にするために

菊谷市長からもこの問題についてのお考え方を改めてお伺いしたいなというふうに思いま

す。

同時に、砂川市の意思を明確に示すためには、市民にＰＲする必要があると。実は、前

中川市長時代に私も米の輸入自由化問題をここで議会で議論させていただきまして、当時

は米輸入自由化阻止の懸垂幕を市庁舎に掲げた、これは古い議員さんはご承知のとおりだ

と思いますけれども、掲げていただきました。今回はこの米の輸入自由化どころでなくて、

すべての分野に大変な経済的影響を与える、単なる農業だけでなくて全市民的な影響もあ

りますので、このＴＰＰ参加反対の懸垂幕を市庁舎に掲げていただけないかどうか、その

お考えがあるかどうかをお伺いしたいということ。

もう一つは、先ほど北海道では幅広い運動で経済団体含めた広い農業団体、商工団体含

めた非常に大きな運動になりましたけれども、いよいよ各地域での全国的な、全道的な取

り組みとあわせて、やはり草の根からの運動展開が広く求められているというふうに思っ

ておりますので、砂川でも農業団体、商工団体、消費者団体、あるいは医師会や金融機関

など、幅広い団体に呼びかけて市民の心を一つにして農業だけでなくて地域の経済守るた

めにこれに反対する協議会とか、あるいは連絡会のようなもの立ち上げて勉強会や決起集

会などを開催するお考えはないかどうかお伺いをいたします。
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それから、今取り組んでいる農協、漁協、森林組合で取り組んでいる署名には部長は積

極的に取り組むというふうに言われましたけれども、具体的にある行政区で市職員全員の

署名を集めたり、いろんなことをやられているのですけれども、その辺で具体的にどのよ

うなお考えなのかをお伺いしたいなと。

まず、この３点についてお伺いいたします。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 私のほうからは、最初に市庁舎に懸垂幕を掲げる考え方につい

てということでございますけれども、前段でご答弁申し上げたとおり、この問題につきま

しては北海道経済連合会だとか、いわゆる道経連ですね、１次産業中心に２次産業、３次

産業含めて北海道、行政の北海道を先頭に道内市町村すべてオール北海道でこのＴＰＰへ

の参加に今反対しております。しかしながら、残念ながら東京にあります日本経済連合会、

いわゆる日経連だとか、輸出産業を中心に一時的に安い外国の品物を買うことができて販

売するような、そういう業者の方々については消費者の方にも一時的にメリットがあると

いう、そんなことも言われておりまして、いわゆるその参加のほうに逆に賛成している業

界団体もあるわけでございます。また、現政府が平成の開国といたしましてのＴＰＰの参

加について関税の障壁を含めて原則この１００％の関税撤廃を前提とするという問題につ

きましては、ただいま申し上げたとおり、農業のほかに金融、保険、医療、労働者の雇用

だとか弁護士、看護師など幅広い日本の広域的な経済界に波及する影響もありますので、

一地方公共団体への範囲ではなくオール北海道としてこの動きをとらえて要請していくと

いうことで考えているわけでございまして、当市は北海道市長会を通じて要請している内

容は、道民の皆様の合意がないままにＴＰＰに参加することに反対しているということで

ございますので、今後とも北海道市長会でまとまった形で反対していくものであり、単独

で懸垂幕を掲げるのは現在のところは考えていないということでございますので、ご理解

をいただきたいと思います。

それから、２つ目のやつが地域でそれぞれＴＰＰへの参加する協議会などの設立という

ことでございますが、地元砂川市の関係団体だとか機関で構成するような協議会につきま

しては、それぞれ個々の上部団体がございまして、それぞれの上部団体の中が皆さん集ま

ってＴＰＰへの参加については反対、オール北海道という立場をとって全道的な総決起集

会などを昨年実施して北海道市長会も後援団体として参加しておりますし、各市町村にお

かれましても担当職員の出席などの要請もありましたので、当市としても参加して集会等、

デモにも参加しているわけでございます。今後とも引き続きましてこういう総決起大会が

開催されれば、当市としても積極的に参加する考えでございますし、したがいまして砂川

市だけでの関係機関、団体での決起集会というものではなく、大きな範囲でいろいろな全

道的な上部組織による総決起集会だとか、そういうものが国に対しても大きくインパクト

を与えるものでありますし、そういう総決起集会で採択された要請書等も国に提出される
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というものでございますので、今後も北海道を先頭に立って全道市長会も一緒に行動する

のがよろしいかなと思ってございますので、地元でのまだ協議会の小さい枠での設立をす

るという考え方は今のところは持っておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。

それから、署名の関係でございますけれども、経済部の農政課なりの窓口にそれぞれの

上部団体から来ました署名運動のものを置きまして、来た方に任意でご賛同いただければ

署名活動して、集まり次第、上部団体のほうに郵送させていただくと、そのような考え方

で具体的な署名活動については取り扱ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 市長。

〇市長 菊谷勝利君 （登壇） 今土田議員さんのほうで公式の場所での表明をというお

話でございますけれども、既に昨年の１１月２９日に議会側が先行して反対の決議をして

いるということでありまして、行政と議会の両輪でありまして、このことをもって各団体

会議等にも反対を表明してきたところであります。特にことしの２月１０日だったでしょ

うか、空知の農業を考える会の代表の方がお見えになりまして署名をしてほしいというこ

とですから、明確に署名をさせていただきました。さらに、２月の１４日に岩見沢で空知

地方期成会の総会がございまして、ある市の方から、これは期成会でも反対すべきではな

いだろうかというお話ありましたときに、いや、これ町村会なり、あるいは市においても

既に反対の決議までしているということなものですから、期成会でいかがですかという話

ありましたから、私は手を挙げまして、どういうことであろうとやはり各種団体がするこ

とによってやっぱり影響力大きいのではないだろうかと、そういうようなことでぜひとも

これもやはり空知期成会として反対すべきだということを申し上げてまいったところであ

りまして、基本的に反対の表明は各種団体にもしてまいったところであります。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 菊谷市長から表明いただきまして、ありがとうございます。私も、今部

長があったのですが、もちろん全国集会、全道集会、さまざまな集会が今も行われており

ますけれども、今各地で首長さんや農協の組合長さんを中心にしながら、さまざまな商工

会とか消費者協会とかと連携して集会が開かれております。例えばご承知のとおり当別町

では町だけで町長を先頭に１，０００人の集会を開くとか、その隣の新篠津でも大きな集

会を開く、あるいは北のほうのまちでもそういう町や市独自の集会などを開いても今おり

ます。私たちもこれまでは全道集会、全国集会、あるいは空知の集会とか講演会とかいろ

いろなこと重ねてまいりましたけれども、そういうものを引き続き行うと同時に、やはり

本当にこの地元、草の根からの運動を進めていきたいなというふうに思っておりますので、

できれば砂川市が主催してやっていただければいいのですが、そうではなくても農業団体、

関係団体が学習会とかシンポジウムとかいろんなものを、まだまだ市民の皆さんにはよく

わからないという声があるのです、内容が。ですから、その中身をよくやっぱり知ってい
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ただいて理解をしていただくという、本当に草の根からの運動を展開していくことが大事

だと思いますので、もしそういうシンポジウムとか集会とかいろんなことやった場合、砂

川市として強力な後援をしていただけるかどうか、そのことだけまずお伺いしておきたい。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 各農業関係者などの主催による後援団体としての市の考え方で

ございますけれども、せんだって２月２８日も滝川で空知の農林業と地域経済を考える講

演会というのがございまして、これらにつきましても空知の各市町村が後援団体となって

おりますし、市もなっておりますし、それから農業委員会、当市の農業委員会も後援団体

になっておりますし、それから新砂川農業協同組合についても後援団体となっております。

このような考え方から、ＴＰＰのこういう、この手の主催ということでございませんけれ

ども、各団体が行われる集会なり講演会に後援依頼が来ましたら、積極的に市も後援団体

として応援したいと思いますし、担当職員などの出席によりまして、一緒になってこの問

題をより多く考えながら、市民の皆様にも周知してまいりたいと考えてございます。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 それでは、次の２つ目の問題に移らせていただきます。

６次産業化について詳しい答弁をいただきましたけれども、先ほど話ありましたように、

農業者、農業法人、あるいは農協さんも含むことと思いますけれども、総合化事業計画を

つくるとすれば、それを推進できるということで、砂川市のように農業の耕作面積、１戸

当たりの耕作面積が少ないところでは今言ったようにそういうことを推進していくことは

非常に大事なことだと思うし、市が第６期総合計画の中でそれを推進するということは私

は非常にいいことだというふうに思うのですけれども、ただ具体的にどう取り組むかとい

う点で今１つの法人の方が取り組もうとしている中身についてもお話がありましたけれど

も、これまで既に取り組まれている例えばトマトジュースだとかリンゴジュースだとか、

あるいはアイスクリームだとかいろんなことで努力されて砂川市の農家の方々も、あるい

はお菓子にも砂川市の農産物使うとかということで努力されておられるのですけれども、

そういうところには支援対策はできない、いただけないのかどうなのかお伺いしたいなと

いうふうに思いますし、それからもう一つは砂川市にはいろんな作物がたくさん、果樹か

ら牛乳から野菜からトマトからお米からたくさんあるわけで、先ほど部長は一例をされま

したけれども、そのほかにもさまざまな農産物を加工し、販売していくということは非常

に大事な点でありますし、さらに直売所などをつくると支援も受けられるというお話もあ

りましたので、そのあたりさらに市内の農畜産物で新たに取り組むとしたらどんなような

ものが考えられるのか、またこの制度のＰＲを、これは農政事務所が中心ですけれども、

やはり推進していくには市町村の皆さんが、それぞれのまちの農業者の方々を初め推進を

していく必要があるので、この制度のＰＲ、あるいは先ほど受け付けは農政事務所のよう

でありますけれども、砂川市も支援体制をとっていきたいというふうに言われております
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が、現段階でもしも具体的に支援対策とすれば、いろいろ情報の提供とか、あるいは書類

作成とかいろんなことがあると思いますけれども、どのようなことをお考えになっておら

れるのかお伺いしたいというふうに思っております。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 ３点ばかりご質問いただきました。１点目が既に実績としてト

マトジュースなりリンゴジュースなりアイスクリームをつくられている実績のあるもので

ございますけれども、今回のこの６次産業化法に基づく認定対象だとか支援の中で既にジ

ュースをつくられている、新規に行うことが条件なわけでございまして、認定対象となる

事例の中にもう既に砂川でトマトジュースがつくられているのであれば、例えば新しい別

な団体がするのであればよろしいのですけれども、既にもうつくられている方がより規模

の拡大というものにつきましては、新規に行うことが条件なものですから、この認定対象

にならないということで農政事務所のほうからの回答をいただいております。

それで、先ほど事例として考えたものがトウキビを朝もぎで、その日の朝にもいだやつ

をゆでて、ちょっと塩入れるのですけれども、ゆでるだけで加工になる、製造加工になる、

そしてみずから店頭などで販売すれば余りコストもかからないで、通常生産者価格が１本

８０円とか１００円ぐらいなものが３００円なり２５０円で売ることができるということ

で２次の製造加工、３次の流通販売の売り上げの分がそのまま生産者の中に入って農業所

得の拡大に図れるということで取り組んでいるわけでございます。そのようなことで農産

物の加工、販売というところが、いいものをせっかく１次産業的に農地がありますからど

んどんつくれるのですけれども、それを加工していかにどうやって流通して販売していく

かということが、これが大きな問題でございまして、計画作成に当たってもいきなりいい

夢を、プランを描いても、どこで販売するのですかということが一番問題なものですから、

人が集まる集客施設だとか、加工販売所をただつくればいいということではなくて、そこ

につくっても人が集まるようなプランをきちんとしないと、せっかく施設をつくって物を

置いてもなかなか売り上げに結びついていかなければ困るということでございますので、

最初に直売所をつくる前に砂川に大きなサービスエリアだとか、高速道路に１００名以上

の方が来られるわけですから、そういうところにも施設使用料などを払いながらでも十分

生産者団体のほうに収入が見込めるということで今現在協議をさせていただいているわけ

でございます。

それで、この法に基づくいろいろな制度の認定があるわけでございますけれども、いざ

直売所を建てるだとか、何らかの形のいわゆる補助事業でございますけれども、これはま

た別な補助事業の要綱、要領がございまして、それぞれそれに該当する条件というのがご

ざいます。年間３，０００万以上の収入がなければだめだとか、毎年５％の売り上げがな

ければだめだと、それらを全部チェックした形で計画をつくるなりしていかなければなり

ませんので、今後この認定を受けるものと補助事業を展開するものを分けた形で順次計画
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していかなければならないかと思っています。

それから、支援体制でございますけれども、担い手総合育成対策協議会というのがござ

いまして、砂川市を初め農業委員会なり農協、それから普及センター、共済組合だとか農

業関係団体の職員等が集まった協議会ございますので、そういういろんな農業者の方のお

話がありましたら、その中でそれぞれ機能分担をしながら、いろいろな角度の面からつく

られたものをいかに加工してうまく販売に乗せれるか、流通されるかということもそのマ

ーケティングなども考えていかなければなりませんので、そういうものを協議した中で成

功に導いていくようなための体制づくりということで今考えているところでございます。

以上です。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 わかりました。

それで、あともう一点お伺いしたい点があるのですけれども、この支援内容の中に小水

力や太陽光発電を使った新たな加工、販売などというふうに言われているのですけれども、

これは具体的にどういうことをやればいいのか、ちょっとその辺をお伺いをしたいなと思

いますのと同時に、先ほどご答弁ありましたように、これを進めるために各農政事務所に

第６次産業化のプランナーを置いて継続的に助言していくと、指導していくということに

なるのですけれども、このプランナーの方はその事業申請をした農業者、あるいは農業法

人、あるいは農協などに対しての指導、援助を行うのか、どんなようなことが行われると

いうふうに今の情報では収集されておられるのか、その辺ちょっとお伺いしたいし、やは

りなかなか今聞きますと、話はいいのだけれども、非常に厳しい制約があって、今までや

っていたらだめだとか、今までやっているの拡大するのではだめだとかということ言われ

るとなかなかできないし、そういうことを我々農業者もよくわからないで何か支援策があ

るのでないかというふうにしてもいけないので、やはりぜひその点では農家の方々を初め

多くの方にきちっとその内容についてもＰＲもしていただきたいと思いますが、そのあた

りの考え方についてお伺いしたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 プランナーの関係につきましては、農林水産省で今６次産業化

戦略室というのが設けられまして、このプランナーの関係につきましては今後農林省のほ

うで公募をしていわゆる民間の方からを、民間の方をそのプランナーにすると、いわゆる

加工、販売に精通された方、それから市場、いわゆるマーケティングに精通された方、こ

れらの方々をプランナーにして採用したいと、そしてその方を委託するわけでございます

けれども、大体都道府県に平均五、六名の方の配置を考えているということでございます。

ただし、北海道はちょっと広域的な面積が広いものですから、平均五、六名ですけれども、

北海道は１０人規模になるのではないかということで、今後プランナーの公募、そしてそ

ういう公募あってもだれでもいいということでございませんので、そういう加工、流通に
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精通された方なり、マーケティングに精通された方、そういう条件をクリアした方に委託

をするということで、ことしはこのような考え方でプランナーを今後公募の準備に入って

いるということのご回答いただいております。

それから、もう一点が太陽光発電の関係の支援内容でございますけれども、これらもい

ろいろ認定受けたものと補助でやるものが違ってございまして、補助事業につきましては

国のほうで２３年度の予算が通ったのですけれども、まだ具体的な要綱、要領等ができて

いませんが……国の補助事業がまだ具体的な要綱、要領ができておりませんけれども、な

かなか制度的に認定受けた方につきましては優先採択をされるということなのですけれど

も、補助の要件等がクリアされていなければその事業の実施方に向けてはいけないので、

今後その面、要綱、要領等の中身をよく精査しながら支援体制が可能かどうか、その事業

を実施される農業者団体の方と協議検討していかなければならないと考えてございます。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 ぜひ私も大事なことだというふうに思っていますが、なかなかその制度

が今聞いたら使いづらい話だなと、構想としてはいいのですけれども、それだけにその制

度の内容とか、具体的に進める場合にはどういう問題点があってどうなのかということを

ぜひ農業者の方々に知らせていただいて、本当にこれを活用して農家の方々の収入が少し

でも上がるような努力を、ここは総合計画でも砂川市は推進するといって言っているわけ

ですから、そういう立場でぜひ進めていただきたいなというふうに思っております。

それから次に、最後の３点目の外国資本による森林買収について質問させていただきま

す。先ほどのご答弁では、昨年の９月もそうですけれども、何か砂川のリゾート開発みた

いなことをやるというお話になって、先ほどもそんなようなことで、それが地域の経済の

活性化につながればいいという部長のお話なのですけれども、この間全国の各地のテレビ

などで取材されたり報道されたりしているところを見ると、この外国資本による森林の買

収の目的は一体何なのだということで、皆さんからそういう各種の質問が寄せられて、あ

る人は水資源でないかと言う人もいるし、いや、木材が足りないから、中国で木材、水も

足りないし、木材も足りないから、木材資源をねらっているのでないかと言う方もいらっ

しゃるし、いや、ただただ登記のために土地を買って、大金持ちが土地買ったのでないか

というようなことも言われて、さまざまなことがテレビなどで報道されており、中には軍

事目的でないかという、そういう報道さえマスコミでもされるというような状況もあって、

一体どうなのだろうというのが地域の皆さんも含めてあるのです。ただ、やっぱりこんな

事態になったのは、全国的にも林野庁は最初のうちはそんなことないよと言っていました

けれども、北海道だけでなくて全国各地でそういう実態もだんだん明らかになったのだけ

れども、しかし実態がつかめない状況にあると。北海道自身でも森林所有者の実態把握を

しているけれども、例えばアンケート調査で２，４１４者に森林の所有状況のアンケート

を出したら、その４２％の９１３者、１万４，０００ヘクタールに上って所在がわからな
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いと、道の中で、いうような実態になっていて、結局これまで、ご承知のとおりこれまで

は１ヘクタール以上の場合森林であっても事前届け出制であったのを事後届けに規制緩和

で１９９８年になってしまったのです。ところが、売買契約の前に価格と利用目的などを

届けしていたので、行政はその実態を把握できたのだけれども、９８年以降はその届け出

義務が買った後でいい、後でって、その後のいつまでという期限がないものだから、買わ

れてもそのまま届け出も何も市町村にしていないために北海道もつかめない、市町村も実

態もつかめないというような状況になっていて、非常に道自身も把握に困難だという状況

も言われております。

それから、もう一つは、私たちのところでもよく農業委員会通じて地籍の問題が議論に

されていることがあるのですけれども、いわゆる地籍調査、地籍確定が全国で４９％、林

地では４２％しか地籍確定がされていないという状況で、どこがどうなっているのかも全

くわからないという現状にあるという中で海外資本の買収が行われたという実態があるわ

けです。ですから、そういう点では、やはり本当にリゾート開発がもし目的なのかどうな

のか。それから、もう一点、全国的に、あるいは北海道全体の中でも起きているのですけ

れども、固定資産税の未納もかなりあるという自治体も調査の結果わかってきたという状

況もあるのです。砂川市の場合はそう、大丈夫なのかどうかわかりませんが、したがって

もし先ほど部長が答弁されたような、もし砂川にリゾート開発をきちっと２月１５日にそ

ういうふうになったとすれば、やっぱりこの隣接する地主や地域の住民に情報提供をして

いただいて、やっぱり不安を解消して、もしそのリゾート開発やいろんなことやるにして

も住民合意がなければできないと思うのです。そういう点では、そういう説明会のような

ものを開いていくお考えはないのかどうか、情報提供していただきたいというふうに思い

まして、やっぱり地域に住んでいる方は以前はリゾート開発で踊らされてだめになって、

今度は２０年たったらまたよくわからないような状況になって地元の隣接、あるいは農家

やっている人たちがたくさんいるわけなので、もし部長がつかんでおられるような情報、

１５日のそういう情報あれば、地域にきちっと情報提供していただいて、そしてやはりど

う対応するかはみんなで考えていく必要があるのでないかというふうに思いますが、その

辺についてのお考えについてお伺いしたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 １回目でもご答弁申し上げましたけれども、まず今回の一の沢

の不動産を購入した企業は、砂川市の当初リゾート開発計画で一応購入したかもしれませ

んけれども、現時点ではリゾート開発地域ではないと言明してございます。それは、前段

でも申し上げたとおり、ニセコのリゾートがもう既に手がけている企業でございますので、

それに関連した今後砂川の一の沢にふさわしい開発計画のプランを作成したいと、作成に

今着手したいので、早急に当市の情報をある程度出していただけないかということでござ

いますので、砂川市としても企業誘致の一環として多大な投資をあの地域にしていただけ
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るのであれば、今後地域にとっても砂川市全体にとっても直接的、間接的な経済波及効果

は大きいと判断しているわけでございますので、地域の方々への情報提供につきましても

今後その開発、この企業、誘致企業のほうからきちんとした開発計画のプランが提出され、

その内容が地域や砂川市全体にとってみて間接的、直接的な雇用の確保だとか、工場建設

だとか、事務所を建設だとか、そういうものが計画の中に示されて経済的な波及効果が大

きいと判断した場合、それは誘致企業、いわゆるその一緒の、開発する企業の方と一緒に

なって地域の方に説明会に入ってまいりたいという考え方でございますので、今の段階で

はまだ、ただこれから開発プランを早速作成したいということでございますので、今の段

階ではまだ情報を出せれるような状況でございませんので、今後そのような経緯の中で計

画が進めば地域の方にお知らせをしてまいりたいと考えてございます。

それから、前段でリゾート開発ではないということを申し上げたのですけれども、あと

水資源だとか木材だとか投資、軍事目的、いろいろなことがマスコミで報道されておりま

すけれども、当市の一の沢地区を購入された方につきましては、現在アンヌプリランドと

いうことで有名なリゾートを手がけているカペラリゾートの方々の全権代理人でございま

すし、今回砂川市の固定資産についても東京の中川・山川弁護士事務所のところに管理を

されているので、そちらのほうに送ってきちんと納入されてございますし、そこの弁護士

さんも昨年７月に特定目的会社を今回一の沢の地区のプランを作成するに当たっての設立

された企業に取締役として就任されているという情報もいただいておりますので、今後安

心した形でこの企業の支援に向かってまいりたいと考えてございます。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 今の部長の答弁あったように、リゾート開発がいいのかどうなのか、だ

からその計画が決まってから説明するのでは私はうまくないと思うのです。今私たちには、

皆さんご承知のとおり、大切な森林を守っていこうと。ことしは国際森林年なのです。や

はり今の地球環境問題から含めて森林をしっかり守っていかなければならぬという、そう

いう声は地域の方々には多いのです。だから、当時のバブルのときはリゾート開発でいろ

んなことがありましたけれども、あの苦い教訓からもう二度とそういうことは嫌だよと、

だから結局森林をしっかり守って自然環境を守っていきたいという声が多いわけで、そう

いう事業計画を進められたのでは困る場合もあるのです。しかし、これはまだ我々も住民

合意、議論しておりませんから、住民合意はできていない。そういう声もあるわけなので、

ぜひ情報を提供していただいて住民の皆さんが考える、どういうふうにしたらいいのか、

そのリゾート計画みたいなものをどうなのかということを、結局いろんなマスコミの情報

しかないので、わからないのです。さまざまなことが先ほど言ったように言われているか

ら、それで不安材料が多いので、そういう点でぜひ情報提供していただきたいなというふ

うに思っております。

先日の例えば森林組合の総会でも議論なりましたけれども、日本の企業なり日本の人で
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あれば、森林組合に加入していただいて、そして森林整備を国の補助を受けながらきちっ

とやっていけるのだけれども、それがこの外国企業になったらどうなるのだろうと、森林

組合に入ってくれるのか、くれないのかということも含めて全くいろんな不安があるので

す。そうすると、山が荒れ放題になってしまって何もできないことになってしまうから、

やはり今国もこの森林を大事にしよう、そのためには広域的な森林整備計画をつくって、

そしてそういうところに木の間伐とかいろんなことをやりながら森林をしっかり守ってい

くということで、森林組合等々もその事業に取り組んでいる段階の中で砂川市全体の、先

日も議論になりましたけれども、砂川市全体の森林の１０分の１が外国に買われてしまっ

たという発言もございましたのですけれども、ですからそういう点で森林を守る立場にあ

る森林組合がどうしても非常に心配をしていると、こういうこともありますので、一番情

報収集できるのは砂川市であり、部長のところが情報収集できるのでありますから、情報

収集していただいて、この外国資本が森林を持つことがどういうことになるのだろうと。

ただ、地域の活性化、経済にいい、いいと言っていられないものであるのでないかと。今

後は農地にも、農地も外国資本に、今農業委員会があっていろいろあるのだけれども、し

かしほかの地域のことを聞きますと、生産法人をつくって、そこに外国資本が入って農地

をするという、そういうことが可能になったわけですから、そういうふうにして農地が一

部では外国資本に買われていくという、そういう状況も生まれているだけで、生まれてい

る状況にあるだけに、ただ経済活性化になるからいいのでないかということでなくて、総

合的に全面的な角度から見て砂川市にとってどうなのかと、地域の皆さん、地域の住民に

とってどうなのかということは検討しなければならぬ課題でないかなというふうに考えて

おりますので、その辺ではぜひ情報についてはその都度提供していただきたいと思います

が、その点についてのみお伺いいたします。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 地域への情報提供をその都度というご質問でございますけれど

も、２回目のご答弁で申し上げたとおり、今その誘致企業のほうから、……いる考え方に

ついては、当初リゾート開発用地として買ったのだけれども、リゾート開発は考えており

ませんということでございます。当時はゴルフ場がありましたので、あのような形の大き

な土地になっているわけでございますけれども、それに森林を経営するという考え方は持

っていないみたいです。ただ、ニセコのリゾートがもう本当に世界的な裕福な方々、高級

リゾート地なものですから、それらの方々への食材を提供するような基地のことも含めた、

現在これも一つの案でございますけれどもという話で、今後砂川のあの用地に適したよう

な工場なり、そういう肉用牛の牧場だとか、そういう、あと水耕栽培の工場だとか、そう

いうことも考えているということでございますので、今後その地形の状況だとか、そうい

うものをかんがみながらプランの作成を今後してまいりたいということでございますので、

その中身を私たちも市としてその中身が十分当市の活性化に寄与するものかどうかの判断
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をしてからでないと情報は出せれないなと思っています。まだ具体的な計画もない段階で

の間違った情報を出しますと、かえって地域の方々も混乱するし、不安もあろうかと思い

ますし、これから当市に大きな、多大な投資をしていただけるという方々にとってもまた

困るかと思いますので、今後はそのような形で十分砂川に進出を考えている企業の皆様と

市の段階で一回情報の中身の精査をしながら、それがある程度方向づけがされた段階で地

域の皆様にも情報を提供してまいりたいと考えてございます。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 もう時間がありませんので、最後にお伺いしますが、部長はいろいろ答

弁されますけれども、テレビの報道、マスコミの報道でも明らかなように、ここに図面が

ありますけれども、いわゆるその、こんないわゆる虫食い様の状況で買われていて、そん

なことが実際できるのかと、今言われたようなことが、そういう不安があるのです。ある

まとまったところをぐっと買ったというのなら、事業計画とかあるのだけれども、こんな

に虫食いになったような状況の中で、だからその目的は一体何なのだということはよくわ

からないという点があって、それでマスコミの皆さんも非常にそういうことで不安になっ

ているわけですから、やっぱりとりわけ今地域の皆さんはそんな点でいろいろの状況や動

きについてやっぱり知りたいというので、そういうまず事業計画が立てられるような状況

ではないのです、土地の買われた状況でいうと。何かがやれるような状況でもないし、今

言ったようにリゾート開発も、もちろんやらないと言うけれども、できる状況でもありま

せんし、それではそれに何かニセコにかわる、ニセコの利用でかかわる何かの企業やると

いったって、それもできるような土地の買い方ではないものですから、結局投資で買った

のではないのかとかいろんなことで言われていますので、ぜひその辺は正確につかんでい

ただいて情報提供ぜひしていただいて、やっぱり間違ったほうに進まないように私はした

いと思うのです。何でもすべてだめだと私たちは言いませんけれども、でもやっぱり間違

った方向に進まないようにしていくという点では我々の役割があると思いますので、その

辺についてのみ最後にお伺いして終わりたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 今議員のほうから虫食い状態になっている用地というお話でご

ざいますけれども、この関係につきましては今回先月全権代理人が私のところに来たとき

にも同じ図面をお見せしてご説明申し上げたところ、連担した形でなければ事業展開はで

きないので、今後その、いわゆるその連担するような形で用地買収を考えていきたいとい

うことが向こうのほうからのご要望でございました。したがいまして、今後当市としても、

当時大阪のディベロッパーが買ったときに事業登記されたときに山林と原野を分けた形で

売却をしています。そして、そのうち森林のところが今回ご質問のありましたスナガワ・

ランド・リミテッドが購入したと、３３７ヘクタールと。残りは、原野の部分が東京の企

業と、それから砂川市の市有林が５８ヘクタールほどございます。したがいまして、これ
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は今から２２年前の大阪のディベロッパーが来たときも最後に市の用地を買収した形で協

力するということで話は進めていたのですけれども、途中で頓挫したということでそのま

ま砂川市の市有林になってございます。それとあと、原野のほうが今東京の違う会社が持

ってございますので、まず今回スナガワ・ランド・リミテッドを含んだ特定目的会社が設

立されてございますので、そこは連担した形で今後は用地買収しながらあの地域に一番ふ

さわしい開発計画プランを探って当市と協議をしていきたいということでございます。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 今のご答弁、今買われていないところもこの外国資本に買ってもらいた

いようなこと言っているのだけれども、それがいいのかどうなのか、これ以上、これ以上

外国資本にどんどん、そういうことも含めて私たちは言っているのです。ですから、今の

部長では、今の買われていないところも今の資本に買っていただいて、何かそれはするの

だというようなことですけれども、それではやっぱり地域の方はならないので、そういう

ことのことも含めて地域の合意を私は得る必要があるので、情報提供していただきたいと

いうふうに申し上げているものですので、お願いいたします。

〇議長 北谷文夫君 市長。

〇市長 菊谷勝利君 土田議員さんのご心配されることは、私どももそのとおりなので、

いろいろ担当の者から聞いてみましても、いわば日本人でないだけに一体どんな思いでこ

れを買っているのだろうかと、そういうことでできるだけ的確な情報を得まして、それが

地域にもたらすどんな影響あるのだろうという情報をなるべく早くつかんで地域に話すも

のは話すということで前向きに検討させてもらいます。

〇議長 北谷文夫君 一般質問は、すべて終了いたしました。

◎散会宣告

〇議長 北谷文夫君 以上で本日の日程はすべて終了しました。

本日はこれで散会といたします。

散会 午後 ２時０９分


